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平成２３年第１回砂川市議会定例会

第２予算審査特別委員会

平成２３年３月１４日（月曜日）第１号

開会宣告

正・副委員長の互選

開議宣告

議案第１４号 砂川市専用水道施設条例を廃止する条例の制定について

議案第１７号 砂川市個別排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２０号 砂川市水道料金等助成条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２４号 砂川市と中空知広域水道企業団における下水道使用料の算定に関す

る事務等の委託に関する規約の変更について

議案第１６号 砂川市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１８号 砂川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１９号 砂川市交通安全対策会議に関する条例の一部を改正する条例の制定

について

議案第２１号 砂川市と歌志内市における旅券交付申請及び交付に関する事務の委

託に関する規約の制定について

議案第２２号 砂川市と奈井江町における旅券交付申請及び交付に関する事務の委

託に関する規約の制定について

議案第２３号 砂川市と上砂川町における旅券交付申請及び交付に関する事務の委

託に関する規約の制定について

議案第２５号 市道路線の変更について

議案第 ８号 平成２３年度砂川市一般会計予算

議案第 ９号 平成２３年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第１０号 平成２３年度砂川市下水道事業特別会計予算

議案第１１号 平成２３年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１２号 平成２３年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１３号 平成２３年度砂川市病院事業会計予算

散会宣告
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開会 午前１１時２２分

◎開会宣告

〇議長 北谷文夫君 ただいまから第２予算審査特別委員会を開きます。

◎正・副委員長の互選

〇議長 北谷文夫君 お諮りいたします。

正副委員長の互選については、慣例により私から指名することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、私から指名いたします。

第２予算審査特別委員長には増田吉章委員、同副委員長には土田政己委員を指名いたし

ます。

休憩 午前１１時２３分

〔委員長 増田吉章君 着席〕

再開 午前１１時２３分

〇委員長 増田吉章君 ただいまご指名をいただきました私増田、それと土田政己副委員

長ともどもよろしくお願いいたします。

ここでお諮りします。本日の委員会に村上氏より委員会傍聴の申し出がありました。こ

のことについて許可することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、委員会傍聴を許可することに決定しました。

暫時休憩します。

休憩 午前１１時２４分

再開 午前１１時２４分

〇委員長 増田吉章君 直ちに休憩中の会議を再開します。

◎開議宣告

〇委員長 増田吉章君 直ちに議事に入ります。

〇委員長 増田吉章君 本委員会に付託されました議案第１４号 砂川市専用水道施設条

例を廃止する条例の制定について、議案第１７号 砂川市個別排水処理施設条例の一部を

改正する条例の制定について、議案第２０号 砂川市水道料金等助成条例の一部を改正す

る条例の制定について、議案第２４号 砂川市と中空知広域水道企業団における下水道使

用料の算定に関する事務等の委託に関する規約の変更について、議案第１６号 砂川市特

別会計条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１８号 砂川市国民健康保険条

例の一部を改正する条例の制定について、議案第１９号 砂川市交通安全対策会議に関す
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る条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２１号 砂川市と歌志内市における

旅券交付申請及び交付に関する事務の委託に関する規約の制定について、議案第２２号

砂川市と奈井江町における旅券交付申請及び交付に関する事務の委託に関する規約の制定

について、議案第２３号 砂川市と上砂川町における旅券交付申請及び交付に関する事務

の委託に関する規約の制定について、議案第２５号 市道路線の変更について、議案第８

号 平成２３年度砂川市一般会計予算、議案第９号 平成２３年度砂川市国民健康保険特

別会計予算、議案第１０号 平成２３年度砂川市下水道事業特別会計予算、議案第１１号

平成２３年度砂川市介護保険特別会計予算、議案第１２号 平成２３年度砂川市後期高

齢者医療特別会計予算、議案第１３号 平成２３年度砂川市病院事業会計予算の１７件を

一括議題とします。

お諮りします。審査の方法としては、まず予算先議議案の審査を行い、次に一般会計を

行うこととし、歳出を款項ごとに、続いて地方債及び歳入の審査の順で行い、次に特別会

計の歳入歳出、事業会計の収入支出を一括審査する方法で進みたいと思います。このこと

にご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、そのように進めてまいります。

初めに、議案第１４号 砂川市専用水道施設条例を廃止する条例の制定についての審査

に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

尾崎静夫委員。

〇尾崎静夫委員 議案第１４号について、内容的には提案説明の中で十分理解をさせても

らっておりますが、このことについて該当する地域への説明会、またその状況と地域住民

の声といいますか、意見をどのように把握されているかだけを確認させてください。

〇委員長 増田吉章君 下水道課長。

〇下水道課長 荒木政宏君 私のほうから地域説明会のほうについてのご説明をさせてい

ただきます。

２月の１７日、北光袋地の町内会館におきまして、対象世帯１９世帯、うち１つが町内

会館というところで、１７世帯の方の出席で開催させていただきました。開催の中身につ

きましては、前段の経過と今後のスケジュールということと、水をもらう方法等について

のご説明をさせていただきました。経過につきましては、昨年の９月２８日に砂川市長、

砂川副市長が新十津川町にございます西空知広域水道企業団の里見浄水場のほうに出向き

まして、企業長でございます新十津川町長さんのほうに協議の申し入れをさせていただい

たというようなところでございます。その後、順次事務局レベル的な打ち合わせをさせて

いただきまして、３月の議会に向けて準備が整いましたということで地域のほうにご説明

に伺わさせていただいたところでございます。中身につきましては、このような形で平成



－6－

２３年度の１１月ごろをめどに給水開始させていただきたいという旨の説明とスケジュー

ル的なもの、それとあと費用のほうにつきましては今回の条例で提案させていただいてお

りますが、対象世帯の方につきましては世帯の分でございますが、差額については市のほ

うで差額を交付させていただきたいという旨の説明をしてまいりました。

地先のほうから説明は３点ほどございました。１点目につきましては、今度は西空知広

域水道企業団さんの修理や何か頼む業者さんはそちらのほうになるのですねというような

ところで、そうなりますということでお答えしております。また、２点目につきましては、

これは今回砂川市のほうで差額を持つというお話なのですけれども、これでずっとやって

いただけるのですかというようなお話がございました。それについては、これは料金とい

うものについては議会で料金を決めるものでございますので、それは永久ということには

なりません。ただし、議決を伴うものでございますので、考え方等はぶれることなく市全

体で動くものだというふうに思いますので、ご理解をくださいということで終わっており

ます。３点目につきましては、過去全体からございます赤水の件でございます。赤水はど

うなるのかということでお話ありました。答えといたしましては、少なくなる方向には向

かうことは間違いございませんと。ただ、当面の間は多少あるかもしれませんと。水道管

の中についている赤さびみたいなものが安定するまでの間についてはちょっとご辛抱いた

だきたいという旨でご理解をいただいて帰ってきたところでございます。

全体的な意向といたしましては、最後でございますけれども、これで本日の説明会は終

わりますと言ったところで会場に来られた二、三の方からよろしくお願いしますというよ

うな声が上がってほっとしたというところでございます。これが全体的なことなのかとい

うふうに言われればあれなのでございますけれども、そういうような形でまとまって終わ

ったというところでございます。

〇委員長 増田吉章君 尾崎静夫委員。

〇尾崎静夫委員 地域説明会をして、好意的な反応が一部あったということでございます

けれども、最終確認をして、どうかこの事業を遅滞のないような形で進めていただきたい

ことを要望して終わります。

〇委員長 増田吉章君 土田政己委員。

〇土田政己委員 少し質疑させていただきますけれども、今の給水開始は１０月ごろとい

う話ありましたのですけれども、この協定書を見ると当該給水にかかわる条例、規約等の

議決案件がそれぞれの議会で承認され、次項に定める工事等を行う云々と、こう書いてあ

るのですけれども、これは今回この条例を廃止されるのですけれども、これは給水前に新

たな条例制定があるのかどうなのか、ちょっとお伺いをしたいと思うのですが。

〇委員長 増田吉章君 下水道課長。

〇下水道課長 荒木政宏君 新たな条例を予定しているかということでございますが、そ

れは予定しておりません。
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〇委員長 増田吉章君 建設部長。

〇建設部長 西野孝行君 砂川市で議決をいただく案件については、予算を含めて今議会

に提案させていただいております。この後、西空知広域水道企業団のほうで給水条例等々

の改正条例が予定されておりまして、そういったのがすべて議決になったとき本協定を結

ぶというような段取りで考えているところでございます。

〇委員長 増田吉章君 土田政己委員。

〇土田政己委員 もう一点、料金のことでお伺いしたいのですけれども、先ほど当面の間

差額を市が補償するのですけれども、今後こちらの中空知の広域水道と当然西空知の広域

水道の場合、運営状況も違うから料金の変更は、同じにならないことはあり得ますよね。

中空知は中空知企業団で決めるし、西空知は西空知の企業団で料金を設定するということ

になるわけですけれども、その場合私たちも今言われている砂川、これから料金改定、ど

ういうふうになるかわかりませんが、あった場合、必ずしも中空知と西空知、同じ料金に

なるとは限らないわけなので、そうなった場合は西空知の企業団から給水を受ける袋地の

住民の皆さんは、そこの料金設定になるというふうに理解していいのかどうかお伺いした

い。今当分は差額補償するのですけれども、将来的に料金が上がったときに違う料金にな

るのでないかと考えますが、どうなのでしょうか。

〇委員長 増田吉章君 建設部長。

〇建設部長 西野孝行君 現在専用水道の水道料金については、中空知水道企業団と同一

料金にしておりまして、今後につきましても西空知から給水を受けることになった後にお

きましても、基本的には市内同一料金で推移したいということでの今回のご提案でござい

まして、それは中空知広域水道企業団の料金を基準に置いて現在考えてございます。それ

は、西空知のほうが若干料金が高いということもございまして、水道料金の変更をもたら

さないためには中空知の料金を基本として考えていくと。そして、中空知の料金改定があ

った、あるいは西空知の料金改定があったというときにおきましても市内同一料金という

今の考え方の中で中空知を基本にその差額を補てんしていくという考え方でございます。

〇委員長 増田吉章君 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第１４号を採決いたします。

この場合、本委員会は議長を除く全員で構成する特別委員会であるため、本会議に準じ

るものとして地方自治法第２４４条の２第２項の規定による特別多数議決とします。した

がって、出席委員の３分の２以上の同意が必要なため起立採決とします。
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本案を原案のとおり決定することに賛成の方はご起立を願います。

〔起立多数〕

出席委員は１２名であり、その３分の２以上は８名であります。ただいまの起立者は１

２名であり、所定数以上であります。

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

続いて、議案第１７号 砂川市個別排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定につ

いての審査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第１７号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第２０号 砂川市水道料金等助成条例の一部を改正する条例の制定につい

ての審査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 助成条例なのですけれども、先ほどのように袋地の料金が高くなるので、

中空知と市内統一料金ということなのですけれども、お伺いしたいのは５ページの附属説

明資料にある助成対象者の関係で、今までは生活保護、母子、７０歳以上、重度身体障害

者世帯に、（２）、２項として家事用の、いわゆる要するに袋地の人たちが含まれるとい

うことになるのだろうと思うのですけれども、規則を見ると、この生活保護と１から４ま

で、今から言うと、新しくなるとアからエまでというのは、たしかそれぞれ分かれていて、

生活保護世帯ではなくて非課税世帯とかそうやって分かれているのです。この西空知広域

水道企業団で供給する家事用の使用者というのは、そこのところら辺はどういうくくりに

なっていくのかをちょっとお伺いします。

〇委員長 増田吉章君 下水道課長。

〇下水道課長 荒木政宏君 西空知広域水道企業団から受ける世帯というものにつきまし

ては、考え方といたしましては先ほど建設部長のほうからもお話しさせていただきました

とおり、砂川市内の方皆同じということで、中空知水道と同じということを考えておりま

すので、家事用に限りその差額を、中空知と同じになるように差額を交付していきたいと
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いうふうに考えているところでございます。

〇委員長 増田吉章君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 考え方はわかるのですけれども、以前は助成対象者の（１）から（４）

までをくくりでしっかりと定めているのです。生活保護世帯、母子世帯それぞれが７０歳

以上の老人世帯というのはもう完全に非課税世帯というふうに規則では言っているので、

そのまんまで規則になると、この西空知の広域企業団の方々も非課税世帯だけが対象にな

るのかどうかなというふうに、なるような感じがするのですが、その規則に対する西空知

の方々の決め方というのはどういうふうになっていくのかな。規則の改正があるのかどう

かということなのですけれども。

〇委員長 増田吉章君 下水道課長。

〇下水道課長 荒木政宏君 今回の袋地の方につきましては、（１）の生活保護世帯、ア

からエまでの重度身体障害者世帯、これについては従前どおり、それに該当する方はそち

らのほうで該当させていただきますし、それ以外の普通の方につきましては第２項のほう

で家事用の水道水について適用させていただくというような形で考えているところでござ

います。

〇委員長 増田吉章君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 今規則をちゃんと持っていないから僕はあれなのだけれども、この第２

条で１と２としてしまっているのです。１では、いろいろな制約があるのです。西空知の

場合にどういう書き方になるのかなというふうに思うことなのですけれども、西空知の水

を使う人の中にも１項の対象の方もいらっしゃるのではないかなというふうに思うのです。

だから、その辺のところがどう整理されていくのかなというふうに思うのです。

それと、もう一点は、普通２種の人を対象とするならば、今私たちが中空知から受けて

いる水道料金と、西空知の方々の差って大体どのぐらいあるのか、つまりその助成の額が

どのぐらいかということなのですけれども。

〇委員長 増田吉章君 下水道課長。

〇下水道課長 荒木政宏君 まず、袋地にお住まいの方で生活保護世帯から母子世帯７０

歳以上の老人世帯及び重度身体障害者世帯、これに該当する方につきましては、その差額

というものは西空知の料金とうちが持っております、従前から持っております１種料金、

この差額を補てんするという形になります。そして、そうでない方、ごく普通の方につき

ましては……

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇委員長 増田吉章君 建設部長。

〇建設部長 西野孝行君 第１種料金の対象世帯というのは、条例の改正後も変更はない

という考え方でございまして、第１種料金の適用になる世帯は袋地に居住されている世帯

も、このアからエの世帯のうち非課税世帯というような考え方でございまして、それ以外
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の世帯については第２号に該当する世帯として対象者としていくという提案の仕方でござ

います。

〇委員長 増田吉章君 下水道課長。

〇下水道課長 荒木政宏君 それと、料金でございますが、西空知広域水道企業団は８立

方メートルまで２，２５０円、超過料金が２８０円というふうになっております。それか

ら、中空知広域水道企業団は７立米までですが１，４２０円で、超過料金が１立方メート

ルにつき２３０円というふうになっております。北光袋地の方の今、月の平均が大体１０

立米でございますので、１０立米で試算いたしますと、中空知が２，１１０円、西空知が

２，８１０円ということで、中空知を１とした場合に西空知は１．３３というようなとこ

ろになります。

〇委員長 増田吉章君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第２０号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第２４号 砂川市と中空知広域水道企業団における下水道使用料の算定に

関する事務等の委託に関する規約の変更についての審査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第２４号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第１６号 砂川市特別会計条例の一部を改正する条例の制定についての審

査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。



－11－

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第１６号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第１８号 砂川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

の審査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第１８号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第１９号 砂川市交通安全対策会議に関する条例の一部を改正する条例の

制定についての審査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第１９号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第２１号 砂川市と歌志内市における旅券交付申請及び交付に関する事務

の委託に関する規約の制定についての審査に入ります。
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これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

土田政己委員。

〇土田政己委員 ちょっと中身についてお伺いをしたいというふうに思うのですけれども、

本年７月から広域連携によって、これ条例３つとも関係あるのですけれども、歌志内、上

砂川、奈井江の３つの旅券交付申請に関するものを砂川市が受けて行うということになっ

て、ここに規約が示されているのですけれども、これまで３市の場合は、うちの場合はう

ちで旅券交付、パスポートもできたのですけれども、いわゆる空知振興局というのか、総

合振興局で受けたのか、その辺の経緯をもう少し詳しく、砂川市が受託することになった

経緯についてちょっとお伺いしたいと思うのです。

〇委員長 増田吉章君 市民生活課長。

〇市民生活課長 高橋 豊君 ただいまのご質問、経緯でございますが、こちらのほうに

つきましては中空知広域市町村圏組合、中空知５市５町ですね、これと空知総合振興局、

こちらのほうが設置した中空知広域連携研究会というのがございまして、この中でいろい

ろとその事務の共同処理をできないだろうかと、こういう研究をしていた中の一つにこの

パスポートの共同化と、広域化というものが出てきまして、こちらのほう、砂川地区を中

心にした３市町と、それから滝川市を中心にした３町と、それぞれ２通りに分かれている

わけですけれども、こちらのほうからこういう研究会の中身で原課のほうで実際にこれが

どういうような流れでできるだろうかという、この研究会にプラスパスポートの担当者を

入れた合同の会議がございまして、この中で具体的に詰められていったという状況でござ

います。その中で砂川市は１８年に既にもうパスポートの権限移譲を受けておりますので、

この事務を共同化するためにはどういう推移を、どういうことを行っていけば共同できる

だろうかという、この中では歌志内市、上砂川町、奈井江町、こちらのほうがそれぞれ道

からパスポートの権限移譲を受けると。これを受けた段階で、今度は砂川市とその３市町

と、委託と受託ということになりますが、このような規約を定めて、そして事務の委託を

行うと、受託を行うということになります。それで、特に歌志内市を含めた３市町につき

ましては、昨年道のほうにこの権限移譲の表明を、パスポートの権限移譲を受けたいとい

う表明をしておりまして、それに基づきまして、昨年１２月の道議会におきましてこの権

限移譲３市町に行いますと。時期については、平成２３年７月ということになってござい

まして、これに伴いまして、この権限移譲を受けるということになりましたので、その３

市町と、それから砂川市と、それぞれ議会で委託と受託のその規約の議決をいただかなけ

ればならないというような経過で今回ご提案をさせていただきまして、ここで３月議会で

議決をいただきましたら、周知期間というのがもちろんございますので、これは約３カ月

ぐらい必要だろうということがございますので、平成２３年７月、予定どおりいけばそこ

の時点でパスポートの申請事務を砂川市の窓口で受託をして３市町分も行うというような

流れでございます。
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〇委員長 増田吉章君 土田政己委員。

〇土田政己委員 私もちょっと今の経過を聞いたのですけれども、例えば浦臼町はないの

だよね。したから、どうなるのかなと思って今お聞きをしたのですけれども、いつもでい

えばこの地域でも上砂川、奈井江、歌志内、浦臼というものを含めて交付になられて、そ

してこれで受ければ砂川市は事務委託を受けるし、恐らくほかの市町も今まで、先ほども

聞いたのだけれども、これまでは例えば空知総合振興局の中で受けたのを砂川でやれば近

くになって便利になるのでないかというふうに思われるのですけれども、本来であれば自

分のまちでやるのが本当ですけれども、なかなか事務大変なのでということになるのでな

いかと思うので、その辺はそういうふうに理解していいのかどうなのか。それから、浦臼

町の場合はどんな経過だったのか、ちょっとわかれば教えてほしい。

〇委員長 増田吉章君 市民生活課長。

〇市民生活課長 高橋 豊君 それでは、まず浦臼町の経過からお話をさせていただきた

いと思います。

先ほどちょっとお話ししました滝川市を中心にしているところでは、雨竜町、新十津川

町、浦臼町、この３町が委託、受託の事務を行うということになりまして、その前段、先

ほども申し上げました研究会とパスポートの担当課長等の会議の中でそれぞれ今のような

割り振りをどのようにするかという部分で、これはもちろん浦臼町さんも入ってそういう

合同会議を行いましたけれども、浦臼町さんのほうで滝川市さんを希望したと。交通路、

いろいろな問題があると思いますけれども、いずれにしても浦臼町さんの希望で滝川さん

のほうで委託をお願いしたいということでございましたので、砂川ではなくて滝川で、そ

の窓口でパスポートを申請したいということでございました。

それから、もう一点、確かに今歌志内、上砂川、奈井江さんにつきましては、地元でや

ろうとすれば当然そこで利便性は確保されるのだけれども、規模的になかなか難しいと。

それからいくと、砂川市でその窓口を歌志内、上砂川、奈井江、市民、町民の方が手続を

されると非常に利便性が上がるというようなことでこの話も進んできたということであり

ますから、もともとやはり自分たちのところで権限移譲すれば、それはもう効率的に住民

の方のサービスにつながるということではあったのですけれども、なかなか単独では難し

いというようなことがありまして、このような広域連携という形になったところでござい

ます。

〇委員長 増田吉章君 他にご発言ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。
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これより議案第２１号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

次に続いては、１時まで休憩をさせていただきます。１時まで休憩します。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 ０時５６分

〇委員長 増田吉章君 休憩中の委員会を開きます。

議案第２２号 砂川市と奈井江町における旅券交付申請及び交付に関する事務の委託に

関する規約の制定についての審査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第２２号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第２３号 砂川市と上砂川町における旅券交付申請及び交付に関する事務

の委託に関する規約の制定についての審査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第２３号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第２５号 市道路線の変更についての審査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

土田政己委員。
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〇土田政己委員 市道の変更について、ちょっと確認の意味でお伺いをしたいというふう

に思うのですけれども、このいわゆる市道を廃止する部分は、土地の所有は市のものなの

か、個人のところに市道土地になっているのか、それからもし廃止した後、農業経営に云

々という話もあったのですけれども、農地として利用されるのか、その辺ちょっと確認で

お伺いしたいと思うのです。

〇委員長 増田吉章君 建設部技監。

〇建設部技監 金田芳一君 今回廃止を提案しています用地につきましては国有地、国の

土地でございます。今回近隣の土地を、田んぼなのですけれども、つくっている所有者の

ほうから、そこを田んぼの造成をしたいというふうな申し出がございまして、本議会場で

も提案したのですけれども、ここは現在交通量もなくて、将来的に道路の整備もないとい

うふうなことで今回提案をさせていただきました。

〇委員長 増田吉章君 土田政己委員。

〇土田政己委員 そうすると、１つは隣の人が、隣というか農地を持っている人方は国有

地を買収して農地に、もし道路が廃止になった後は農地に利用したいということで理解し

ていいですか。

〇委員長 増田吉章君 建設部技監。

〇建設部技監 金田芳一君 委員おっしゃるとおり、その後は農地に使用したいというふ

うなことでございます。

〇委員長 増田吉章君 土田政己委員。

〇土田政己委員 わかりました。

それで、ここをもしなくすると、堤防の管理とか、そんなことには支障がないのかどう

なのか。ないから廃止するのだろうと思うのですけれども、堤防の草刈りとかいろんな管

理の形でこれまで使われているような気もするのですけれども、そんなことには支障ない

のかどうか、その点だけお伺いしたい。

〇委員長 増田吉章君 建設部技監。

〇建設部技監 金田芳一君 今回ここの市道を廃止しても、高速道路の側道ございますの

で、堤防管理には支障はございません。

〇委員長 増田吉章君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第２５号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

これより予算に入ります。

議案第８号 平成２３年度砂川市一般会計予算の歳出から審査に入ります。

それでは、７８ページ、第１款議会費、第１項議会費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に進みます。続いて、第２款総務費、第１項総務管理費について質疑ありませんか。

一ノ瀬弘昭委員。

〇一ノ瀬弘昭委員 それでは、私本会議場でも総括でお伺いしていたのですが、８６ペー

ジ、８７ページということで、共用車の関係で少し詳しく教えていただきたいなというふ

うに思うわけなのですが、総括のときにただいま所有している部分でいきますと、デボネ

アと市長のクラウンですけれども、これを１台にしたいということでありました。その際

に今後の維持費としまして１００万円ぐらいかかってくるのでないかと。１６万キロほど

乗っているのでしたか、そんなようなことで購入したいということであったのですが、私

ちょっと、今回またちょっと詳しくお伺いしたいのは、果たして１００万かかると試算さ

れている部分について、具体的にどういうような部分につきまして早急に、例えば次車検

とるときに同時にその１００万円というのが上乗せでかかってくるものなのか。そういう

ことはまず１００％ないと私は断言できますけれども、今後例えば５年乗ると考えたとき

に１００万円かかってくるのか、２０万キロまで乗ろうとしたときにそういう１００万円

かかってくるのか、その辺ちょっとわかりませんので、その辺おおよその試算だと思うの

で、おおよそで構いませんので、教えていただければと思います。

以上です。

〇委員長 増田吉章君 総務課長。

〇総務課長 古木信繁君 総括質疑のときに部長のほうからお答えしておりますけれども、

１００万円ということでございますけれども、これは一般的に市長車なのですけれども、

１１年を使用して１６万キロを経過した車に今後起こり得る故障箇所というようなことで

お答えしたところでございまして、必ず次の車検のときに壊れるとか、これが５年後に必

ず壊れるとか、そういうような意味ではございません。中身のほうも……

〔「大体教えていただければ」と呼ぶ者あり〕

中身のほうは、ブレーキ関係で、例えばブレーキキャリパーの交換、それからハンドル

回りでパワーステアリングラックの交換、それから足回りでショックアブソーバー、それ

からボールジョイント、それから下回りでディファレンシャル用ベアリングの交換、これ

らを合算して、もしこれらが全部壊れれば１００万円程度の修理費がかかりますよという、

そういう回答内容でございました。

〇委員長 増田吉章君 一ノ瀬弘昭委員。
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〇一ノ瀬弘昭委員 今詳しくご説明いただきましたので、わかります。

かかるかかからないかはわかりませんということでした。ということは、逆に言えば乗

って乗れないことはないし、今必要に、すぐ早急に市長の業務に支障を来すという部分で

はないかというふうに私は受け取りしたのですけれども、私今新古車といいますか、軽し

かありませんけれども、１万ちょっと乗っています。１万何キロか３年ぐらいで乗ってい

ますけれども、そうやって考えたら私もかかるのです、お金。個人としてもかかるのです、

そういう長い目で見ていったら。明らかにかかることで、先ほど言われたブレーキキャリ

パーというのはわかります。個別にあえて言いませんけれども、ショックアブソーバーっ

て取りかえたようなことをご答弁、以前にも取りかえていたなというふうにご答弁をいた

だいているのですけれども、足回りの交換ということでショックアブソーバーを取りかえ

たということだったのですけれども、そんなキロ数でまたすぐに取りかえなければならな

いものなのでしょうか。わかりませんけれども、個別的にはいいですけれども、例えばキ

ャリパー取りかえたって、２足取りかえてもさほどの金額でありませんし、例えばショッ

クアブソーバーもそうでしょうね。１本数万円というところでしょうし、デフのベアリン

グ、工賃が高いのであって、数千円のものから数万ぐらいかな、そんなものなので、とて

もとても１００万円にはならないのだろうと。まあまあ、その辺はいいのですけれども、

１００万円ぐらいかかるのだとしたならばそれはいいのですけれども、かかるかかからな

いかもわからない、それぐらいは想定しておいたほうがいいよという範疇なのだと思うの

です、心構えとして。維持していくのであれば、それぐらいは覚悟しておいてくださいよ

ぐらいの勢いだと思うので、そうなれば今すぐにも壊れて、くどいですけれども、私それ

２回目、今言いますけれども、今すぐ壊れて、もうそれこそ次の車検、例えばクラウンで

したら１３万ぐらいかかりますか、車検代１０万から１３万かかると思うのですけれども、

そんな中で今々すぐに１００万円上積みでないということがわかりましたので、今々すぐ

に支障を来すものではないのではないかなということをちょっと申し述べさせていただき

ます。

なぜかといいますと、皆さん、私も含めてこういう状況で車を維持管理して乗っている

のです。ここにおられる皆さんもそうだと思うのです。大切に乗られていると思います。

ですから、新しいものを買ったにこしたことはないですし、蓄えがあればいいです、個人

として考えたときに。私これ一般会計も財布の大きさが違うのであって、考え方は一緒だ

と思っているのです、物事の考え方は。なので、人の税金から集めたものだから、お金が

ちょっとたまってきたから、小黒議員さんも本会議場で言っていましたけれども、本来や

るべきこと、地方自治法からいっても住民の福祉の増進を目的としているわけですから、

そういうものをそのままにしておいて、あるいはどんどん、どんどん詰めていった中で、

一方でこういうところは聖域みたいなような形でやる。私さっきから言っていますけれど

も、市長、もうどうもならない状態だと、これはだれも文句言わないと思うのです。例え
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ば病院長なんか、物すごく古い車に乗っていても、燃料タンクも落ちて代替品がないとい

う、そういう状態まで乗ったということがだれしもわかっているわけですから、そうであ

れば市民の皆さんだれも、市長はあちこち効率的に出かけなければならないということ知

っているわけですから、そんなことはだれも文句言う人いないと思うのです、よっぽどで

ない限りは。ですけれども、今のこの現状を聞くと、乗れる車を乗らずして新しい車を、

見えとかそういうのはないのだろうと思います。だけれども、そういうのは私はちょっと

理解しがたいのではないかな。これは、住民感情としてもちょっと理解しがたいし、私が

ここに今議員としておりますけれども、そういった負託されている議員として考えてみて

も、これはちょっとやはり理解されがたいのかなというふうに思うのですけれども、その

辺の見解をお伺いすれば総括の範疇になってくるので、あえてお伺いはしませんけれども、

本当に鬼気迫っているのでしょうか。

今これぐらいの、しつこいですけれども、１００万円ぐらいかかるのではないかと言わ

れていますけれども、一方かからないかもしれないのですから、これ乗って乗れないこと

はないのだと思いますし、十分これぐらいのものであれば見た目も、見た目で判断するの

もどうかと思いますけれども、見た目は立派ですね。そういう状況の中、私はここで今買

うのはちょっと皆さんに、それこそ職員の皆さんにもいろいろな苦労をおかけしている、

そしてまた市民の皆さんにも苦労をかけているという現状のもと、私はここでぜいたくと

あえて言いませんけれども、ちょっと誤解されるようなこういう鬼気迫るものでないもの

はちょっと遠慮すべきかななんてちょっと僕は個人的には思っているのですけれども、こ

の危機的状況が本当なのかどうなのかということをちょっともう一回教えてもらえますか。

以上です。

〇委員長 増田吉章君 総務課長。

〇総務課長 古木信繁君 ご質問でございますけれども、あくまでも私ども購入したいと

いうことで予算を計上いたしましたのは、今の市長車が修理が近年増加していると。それ

から、先ほど申し上げましたけれども、今後経過年数による多額の修理費がかかってくる

おそれもある。また、市長の場合は業務上遠方に出張、出かける機会が多いところでござ

いますので、そういうところで故障したときのおそれ、そういうものを総合的に判断いた

しまして、購入をしたいというふうに予算を計上したところでございます。

議員おっしゃられるように、一般会計のお金がたまってきたから買うとか、全くそうい

うような気持ちはございません。今の車両の現状、今後の修理のおそれ、それらを考えて

購入したいと予算を計上したところでございます。

〇委員長 増田吉章君 一ノ瀬弘昭委員。

〇一ノ瀬弘昭委員 なかなか大変な思いの中での答弁なのかなというふうにちょっと思っ

ているのですけれども、遠方で故障したりなんかというのは、よっぽどのことでない限り

ないです、そんなことは。普通の車に乗って、免許を取って乗っている方というのは、そ
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れこそオイルを見たり水を見たりというのは、これは毎朝車乗るときにしなければならな

い、だれもやっていないと思いますけれども、僕はやっていますけれども、そういうこと

は義務づけというか、自動車学校で教えられていることなのです。その範疇の中から車を

それこそ大事に、バッテリーの比重がどうだろうかとかみんな見るのです。なので、途中

で動かなくなったとか何かといったら、大体ミッションとかエンジンとか、本当に致命的

なものだと思うのです。それというのは、日常ふだんに立派な整備する方もおられるわけ

ですから、そしてお金をかけて車を見てもらったりもしているわけですから、そんなこと

を言っていたら日本全国に住んで、それこそ車の免許持っている人みんな同じことになり

ますし、みんなこうやって買わなければいけないことになるのです。と思うのです。市長、

本当に私、市長公用車乗るなと、そんなことを私全く思っていないし、大切なものだと思

っています。本当に大切なことだと思っています。ただ、先ほど言うように、ただ、今そ

の時期ではないだろうということを私はちょっと思うのです。なので、今のご答弁で、あ

とは後々は私の判断になりますけれども、今のご答弁をいただいた範疇の中で私がお伺い

した分につきましてはそういう内容なのだということで理解しましたので、これで終わり

ます。

以上です。

〇委員長 増田吉章君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 私は２点ありまして、８５ページのホームページに要する経費をまずお

伺いをいたします。

こちらのほうなのですけれども、４万円の安い予算で結構今は見られているのではない

かなというふうに思うのですけれども、１つだけ市の公式のホームページのリンクの関係

なのですけれども、今現在では非常に公式的な団体とかそういうところのリンクしかない

のですけれども、これを例えばもう少し広げた福祉的な施設だとか、あるいは企業だとか

というところに広げていくような思いというか考え方はないのかどうかをまずお伺いしま

す。

〇委員長 増田吉章君 広報広聴課長。

〇広報広聴課長 湯浅克己君 ホームページの関係でリンクの関係でありますけれども、

リンクにつきましてはリンク集という形でリンクをしている部分につきましては基本的に

は公的団体を中心にリンク集を行っております。リンクにつきましては、それぞれのほか

の団体等もありますし、各市町の考え方もございまして、積極的に個人までリンクを張ら

れているという市町もありますけれども、私どもにつきましては基本的には公的な団体を

中心には行っておりますけれども、リンクにつきましてもやはりそういう民間の企業さん

ですとかそういうところのリンクの希望もございまして、現状といたしましては１企業に

対するリンクは現状張られております。それにつきましては、移住定住の関係がございま

して、移住定住の動きの中で不動産関連の業者さんがありますので、空き家、空き地の管
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理等も行っていますので、その中でその業者さんにリンクを張らさせていただいています。

そのリンクを行うに際しまして、内部的には規定を設けておりますので、その中で審査は

行います。むやみやたらにリンクを張れるというものではないですし、内容的にはリンク

を張れないものもあろうかと思います。例えば市のほうからリンク張ったホームページが

全く更新されていないホームページであれば、それが市のホームページからのリンクとし

てふさわしいものかというのもございますでしょうし、それらも踏まえながら内部的に規

定を設けておりますので、それらに合致するものについてはリンクを張れるということで

すので、先ほどありました例えば福祉団体ですとか民間企業さんにつきましても、特に内

容的に問題がないものにつきましてはリンクを張れるということが考えられておりますの

で、それらにつきましては相談していただければというふうに思っております。

〇委員長 増田吉章君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 わかりました。

なかなか、そういう話を私が聞いて、例えば民間の福祉施設なんていうのありますよね。

すると、市の大体そういうのをちょっと砂川市でないかなと思う場合は、やっぱり砂川市

のホームページに入っていくのです。入っていく中でそういうところが見つかって、そっ

ちに入っていくというのが大体普通のパターンだと思うのですけれども、今のご答弁でい

くと相談をすれば内容によって規定、その規定を見たことがないから今度見せていただく

のですけれども、今の現状から見ると相当きついから、今１件はあるとおっしゃったけれ

ども、現状はそうなのかなというふうに思ったのですけれども、砂川市もそんなふうでは

なくて、もうちょっと広がっていく可能性はあるということですよね。

〇委員長 増田吉章君 広報広聴課長。

〇広報広聴課長 湯浅克己君 リンクにつきましては、リンク集という形の中では設置は

できなくても、例えば今行われています不動産業者につきましては、そちらのホームペー

ジのほうからできています。逆にそちらのほうが、たどっていくときには必要なところの

リンクがわかるということもあろうかと思います。ですから、例えば福祉施設に関するも

のであれば、例えば福祉のほうのホームページを見ていくときにそこにリンクがあると見

やすいという、そういうことも考えられますので、基本的にはリンク集という形の中では

対応は今のところ考えておりませんけれども、そういうページの中のリンクということは

張れると思いますし、ただしリンク先のホームページに対する市の責任は基本的には負わ

ないという条件のもとにそれらも記載をさせていただきながら運用するという形ですので、

それらにつきましてはご相談いただければリンクを張れるという。基本的には、余り制限

を設けていないというふうに考えていただいたほうがよろしいかなと思います。ですけれ

ども、中には一応確認をさせていただきまして、それが公序良俗に反するものですとか、

余り営業中心になるもの、露骨な営業等のそういうものにつきましては、そのページとふ

さわしくないものもあろうかと思いますので、それらの審査をさせていただきますけれど
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も、基本的に希望に沿うような形の対応はとらさせていただきたいというふうに考えてお

ります。

〇委員長 増田吉章君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 わかりました。

続いて、８７ページなのですけれども、一番上の用地買収のことでお伺いをしたいので

すけれども、こちらは土地開発公社の関係のことはわかっているのですが、附属説明資料

を見ると工業団地ですよね。この工業団地の斜線の部分が今回買う部分だと思うのですが、

これまで何回か買ってきているので、この附属説明資料の中で斜線以外で買っているとこ

ろというのは今もう現在どこになるのか、まず教えていただけますでしょうか。

〇委員長 増田吉章君 総務課長。

〇総務課長 古木信繁君 当該用地は、昨年度購入というようなことで購入しております。

それで、債務負担行為で４年間で支払いをしていくというものでございまして、斜線の部

分は既に買ってございます。それを４分割して４年間で支払いをしていくと、そういうよ

うなことになってございます。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇委員長 増田吉章君 総務課長。

〇総務課長 古木信繁君 もう一度説明をさせていただきたいと思います。

当該用地は、西６条北２３丁目２５０番の４のうちでございます。総体で２万４，５６

９平米を購入するものでございます。金額は２億１，３１８万６００円でございます。斜

線部分は、４年で債務負担で分割して購入しますので、その２年分、平成２３年度に購入

する部分の６，７８０平米となってございます。それが斜線の部分となっております。で

すから、この斜線の部分を含む一帯をまとめて昨年購入いたしまして、支払いは１年ごと

というようなことになってございます。

〇委員長 増田吉章君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 だから、全体的に、今回斜線の部分が普通はそうですよね。これを買う

ところが今回のところでしょう。あと全体的にどういうふうになっていたのだろうかなと

いうのをちょっとお伺いしたのですけれども、番号違うからわかるのでないかなと思うの

ですけれども。

〇委員長 増田吉章君 総務課長。

〇総務課長 古木信繁君 この附属説明資料の斜線部分につきましては、本年度予算をも

ちまして本年度支払いをする部分の面積部分を斜線で示してございます。全体的に、これ

は４年で買いますけれども、全体部分の面積については斜線で示してございませんけれど

も、この斜線で示している部分の右斜め上の一角、それから左下側の一角、この一角すべ

てを４年で購入していくというような計画でございます。
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〇委員長 増田吉章君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 つまりここにある５１０―５とか２とか、２６６―１とか、みんな番号

書いてあるところを言っているのですけれども、大きい数字で２５９―４とか全部を買っ

ていくということになるのですよね。

〇委員長 増田吉章君 総務部長。

〇総務部長 角丸誠一君 工業団地の土地については、財産の取得でその土地を全部買う

というまず議決を行って、４年間の債務負担で払っていくという話で動いていたと思いま

す。２２年度は、斜線より国道側の部分相当額買いまして、今年度はこの予算の範囲内で

斜線部分を購入していくと。あと残りの部分については２カ年で購入していくものですけ

れども、たしか分筆すると分筆の登記等がかかるものですから、地番はこのままにしてお

いて購入していくという形だったということであります。

〇委員長 増田吉章君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 債務負担行為で認めてしまっているので、今さらどうのこうのの話では

ないのですけれども、これから先も土地開発公社のことを考えていけば、このぐらいの金

額をずっと買い続けていくのだろうかなというふうに思うのです。今までは、先行取得し

ているようなところを買ってきていたのですけれども、どうやらそれもないし、あと工業

団地を少しずつでも買ってくる。以前に示してもらった大体年間６，０００万ぐらいの土

地を買ってということなのですけれども、これ今後の戦略的なこととしてなのですけれど

も、今これ６，７８０平米を６，０００万ちょっとで買うということは、要するに坪単価

では約３万円に近いぐらい。実際民間企業が来て買えるようなお金では全くない金額にな

っていくのですけれども、要するにこういう形でやっぱりこれからも単価としても買い続

けていこうとするのか、それとももっと広い範囲で一気に買っていこうとするのか、この

辺の考え方というのはあるのでしょうか、どうなのでしょうか。

〇委員長 増田吉章君 総務課長。

〇総務課長 古木信繁君 今回購入している単価の関係のご質問でございますけれども、

これはあくまでも土地開発公社の簿価の単価、金額でそれぞれ購入をしてきているもので

ございます。今後につきましても、そのような方向で買い戻していくことになると思いま

す。

〇委員長 増田吉章君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 つまり今度は市が売る場合には、この単価ではとても売れないので、当

然損を出しながら、売れたら売るということになるということですよね。

〇委員長 増田吉章君 市長。

〇市長 菊谷勝利君 実は、これ議員の皆さんと計画をお諮りしながら。ということは、

あるまちが三セクでとんでもないことをした。しかも、それは議員の皆さんに知らしめな

いままに赤字財政になってきたという経過をして議員の皆さんからも一体砂川市の三セク
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はどうなっているかというお話がありまして、私のほうから全額出資をして６，０００万

程度のいわば購入をしていかなければ、言ってみれば全体的に砂川の財政に大きな迷惑を

かけるというようなことから、いわゆる債務負担行為で４年で。当時私どもの考え方は、

１０年ぐらいは必要なのではないか、６億ぐらい必要なのではないかなということで、実

は今もそう思っております。

それから、今小黒委員さんがおっしゃったように、今の簿価価格では売れないというこ

とは委員の皆さんもおわかりでありまして、既に北海道スイコーさんに土地を売ったとき

に大体値段の３分の１程度で売った経過もあるものですから、一たん簿価価格で公社側が

安くしていくというわけにいかないものですから、一般会計で簿価の値段で対応すると。

私どもは、政策的にいわば砂川に企業誘致を受ける対策は値段を相談し合いながら購入を

するということで、議会の皆さんにお諮りいただいて当時９，０００万、１億近いのを３，

０００万で売ったという経過なものですから、これから政策的にそういうやり方でやらな

ければならない。ただ、私ども、副市長のほうが社長なものですからあれですけれども、

買う際にどこを買ったらいいのだろうかというのが一番問題なのです。というのは、当然

私どもは買ってもすぐ売れない土地を塩漬けにしてしまうという問題があるから、私のほ

うにも買った以上売りやすい土地を売ってくれと、こういうお話をしているのですけれど

も、一方売るほうは売りやすいのはうちで売りたい。言ってみればそういう話だと思うの

です。ただ、そう言いながらお互いに綱を引いておってもしようがないから、まず当面は

思い切ってうちのほうで介入すると。しかし、私どもの一般会計の、いわば財政的な問題

があるから、事によっては売れる土地も欲しいというようなこと。特に最近困っているの

は、秋からですけれども、今公営住宅の建てかえをやっておりまして、土地が随分余って

きている。したがいまして、三セクの土地もある、あるいはうちのほうの実際の土地もあ

る。これを今後どうやって宅地開発をしていくかというのは大きな問題になってくると思

いますけれども、公社は公社として何とかこの用地を中心にして工業団地を売りたい。宅

地のほうは、私ども一般会計で余っているものを売りたいというのがあって、これが大き

な問題になりますけれども、議会でお示ししたように今後とも当分の間、今度新しい市長

が選挙後に提案されるのでないかなと思いますけれども、今私の段階では大体１０年ぐら

いはやっていかなければならないのではないのかな、簿価価格でというふうに思っており

ます。

〇委員長 増田吉章君 土田政己委員。

〇土田政己委員 私も何点かお伺いしますが、まず最初に今お話ありました８７ページの

用地買収の件でありますけれども、事情は今市長説明あったとおりですが、私たちは昨年

同意しなかったわけでありますけれども、これ６，０００万の大きな支出になるのですが、

この参考資料を見ますと、先ほどご説明ありましたように、これまではいろんな土地を買

っていたけれども、この工業団地の中を買うということになると、工業団地全体がどんな
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ふうになるのかなと。市の持ち物と土地開発公社の持ち物というふうに、全部市が買うわ

けではないのでないかと思うのです。ですから、その辺で今市長のお話ありましたように、

これまではなかなか売りづらいところを市が買ってきて、売れるところが公社が売るとい

うお話でしたけれども、こういうふうになると結局ますます公社が持っている土地は売れ

なくなって、市の土地は今言ったように、もしだれか買おうとすれば値段をスイコーさん

に売ったように安くして売ることはできるけれども、土地開発公社の持っている土地はそ

んなことにならぬので、売れるところと売れないところが出てくるようなことにならない

のかなというふうな心配もありまして、この工業団地の、ここの場合は現地等はわかりま

せんから、一番市長言うにいいところでないかというふうに思われるのですけれども、こ

れは活用しやすいところでないかと思うのですが、その辺はどうなのですか。ちょっと現

地はわかりませんけれども、このことでいうと、上の地図でいえばクリーンプラザくるく

るもここにありまして、このあたりというのは非常に……思うのですが、そのあたりどう

なのか、ちょっとお伺いします。

〇委員長 増田吉章君 市長。

〇市長 菊谷勝利君 実は、工業団地は売りやすいとか売りづらいということではなくて、

なかなか企業誘致をしても、なかなか企業は来ないであろうと。そういうもとで工業団地

をこのまま公社が持っているということは大変だということで実は買うものです。売りづ

らい売りやすいの問題は、今の宅地の関係ですね。例えばすずらん団地、あかね団地、こ

れらの中でも北側のほうと南側のほう、あるいは東西においては売りやすいところと売り

づらいところがあるから、そういうようなものをお互いに双方管理しながら買っていこう

ということでありまして、工業団地のほうが別に売りづらいということでなくて、一体的

に工業団地を買おうと。

それから、考え方として工業団地の場合は、いわば値段を下げるという計画から今後や

るのは、今北海道スイコーと同じように企業が来て土地を欲しいということになれば、私

どもで一たん土地開発公社から購入をして、そしてうちのほうで簿価価格で買ったものを、

いわば政策的な関係で安くすると。あくまでも直接公社のほうでは売るということにはな

らない。いわば株主もおるわけですから、そのようなことではならなくて、やはり北海道

スイコーと同じように一たん一般会計で購入をすると。そして、相手方と交渉したら無難

に決めると。もちろん議会の議決要件になりますけれども、そのようなことで今後取引し

ていきたい。

〇委員長 増田吉章君 土田政己委員。

〇土田政己委員 昨年も申し上げましたけれども、工業団地はいろんな経過が、経緯があ

って、最終的に今こういう市の一般財源を多額に投入しなければならない事態になったと

いうのは、これまでの経緯があるわけですけれども、私どもは前回も言いましたように、

そういう場合はやっぱりいろんな経済状況もあるのでしょうけれども、でも工業団地を造
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成したいというときのことの責任的なことも市民の前に明らかにしながらやっていくこと

が必要でないかということを前回も申し上げてきたわけでありますが、今回もそのことは

別に申し上げませんけれども、質疑いたしませんけれども、このことでいうと、今市長言

われように、そうするとここの部分はまず４年間で債務あるのだけれども、その後も結局

何年間はやっぱり買わなければならないという事態になっていくということなので、今の

話によると、結局は全部土地開発公社の土地を買わなければ、ほかのところは、だって土

地開発公社の持っているところは売れる見込みは今言ったようにほとんどないわけで、も

し企業誘致が来ても砂川市は政策的にそこを買って安くして企業の皆さんに来ていただく

ということにならざるを得ないのだろうと思うのです。したがって、最終的にはどんなふ

うになるのか。半分ぐらいがいわゆる公社のもので半分ぐらいは市のものということで工

業団地がなるものなのか、全部が市のものに将来的になるものなのか、その辺はどのよう

にお考えになっているか、ちょっとその点だけお伺いしたいと思うのです。

〇委員長 増田吉章君 副市長。

〇副市長 小原幸二君 今土地開発公社の土地がすべて市にかわるのかというようなお話

でございますけれども、この市に購入してもらうと、土地開発公社の立場からいえば市に

購入してもらう、市からいえば土地開発公社の土地を購入すると、こういうことでござい

ますけれども、このきっかけになったのが先ほど市長がちょっと申し上げましたほかの自

治体の第三セクターに対する問題という部分が実はあります。それで、私どものこの土地

開発公社についても実は大手の銀行から、かつて平成１９年だったでしょうか、実はこれ

は土地開発公社の資金についてはほとんど結局民間からの借り入れで対応しているという

部分がございます。市からの結局融資もありますけれども、そんな状況の中である大手の

銀行から年末、１９年だったと思いますけれども、年末に２億ほどの借りかえ、毎年借り

かえ、借りかえで進めていたという経過があるのですけれども、実はその三セク、ほかの

自治体の三セクの問題で全部返してくれという実はお話がありました。そんなような状況

があって、今全部返すというような状況になると、これは土地開発公社お金持っていませ

んから、そういう状況の中でいろいろ市のほうと、それから土地開発公社のほうと協議を

した段階で土地開発公社の健全化計画、これを立ててこないと、もう借りかえも認めない

よという実は話だったのです、ある大手の銀行が。それで、市と土地開発公社のほうと協

議をする中で長期間にわたって毎年６，０００万円程度の、結局土地開発公社から市が要

するに用地を買って、そして少しでも土地開発公社の健全化に資すると、こういう実は方

針を出したところでございます。

そういう状況でございますけれども、今現実の問題として土地開発公社の土地が全部市

にかわるのかというお話でございます。実際に土地開発公社でも、要するに工業団地と住

宅団地を持っております。住宅団地については、逐次毎年何戸か分ずつ売却しております。

それと、一番結局売りやすいところと申しますか、売りやすいところについてもほとんど
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売れてしまって、もう売りづらいところしか残っていないのです。今現実に売りやすいと

ころも１カ所だけはあるのですけれども、そこら辺についても砂川市の総合的なまちづく

り計画の中で恐らく必要になってくるであろうという想定をしておりますから、その部分

については今結局土地を売却するわけにもなかなかいかないであろうと。市に売る部分に

ついては問題ないのですけれども、そこら辺についてはなかなかそういうわけにもいかな

いであろうという部分でございます。その住宅団地については、毎年何戸かずつ売れてい

るという部分があります。市のほうも、先ほど市長がお話ししたように、団地の、各それ

ぞれの団地をある程度集約して縮小かけていますから、団地でも結局空き地が残っている

というような状況にあります。これをどう区画整理をして一般市民に売却していくかとい

う問題も一つにはあります。ただ、工業団地については、ある程度計画的には売っていけ

るというふうには考えておりますけれども、ただ問題は工業団地の中でも造成した部分に

ついては売れますけれども、造成していない未造成の部分も実は土地開発公社で持ってい

るのです。この部分については、今現段階では所有権をかえる、要するに砂川市に売ると

いうことについては、なかなかこれは現段階の法律の中では難しいという部分があります。

これについては、結局今農業振興地域の網がかぶっていましたから、それを結局工業団地

として開発をかけていくというような部分で、一時その部分、砂利採取をした部分もある

のですけれども、それもまかりならぬというような実は状況になっております。ですから、

そんな状況の中で所有権も移転できない、そしてさらに結局砂利採取もできないというよ

うな状況になっておりまして、未造成の部分が一番今重荷になっておりますけれども、こ

の部分だけは今の段階では市に結局所有権を移転する、売却するということはできないよ

うな状況になっております。ですから、そういう状況の中では、今現段階で市に所有権移

せる、市が土地開発公社からかえるという部分については、土地開発公社の側からいけば

工業団地、市のほうからいえば要するに売れるというようなところはどこでも土地開発公

社に提供してほしいという部分はあるのですけれども、なかなかそうはいかないというよ

うな状況にありますことでご理解をいただきたいというふうに考えます。

〇委員長 増田吉章君 土田政己委員。

〇土田政己委員 大変大きな一般会計からの支出が今あるものですから、６，０００万と

いう非常に大きな金額でもありますので、私思うのはこれまでもいろんな申し上げてきた

経過ありますが、副市長にどうこう言ってもできない問題ですけれども、大変重要な問題

だというふうに考えております。

次に、８９ページの移住定住促進に関する経費のリーフレットの作成費が計上されてお

りますけれども、これまでも皆さん移住定住にいろいろ努力されたり、昨年の経緯もある

わけですけれども、これまでの経緯とその教訓を踏まえて、どのようなリーフレットを、

砂川市を恐らくＰＲするリーフレットにならぬだろうというように思うのですけれども、

どのようなリーフレットをどのくらい作成しようと考えているのかお伺いしたい。
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〇委員長 増田吉章君 広報広聴課副審議監。

〇広報広聴課副審議監 近藤恭史君 移住定住促進事業につきましては、平成１９年にす

ながわ移住定住促進協議会ということで、民間の方の協力を得まして会を発足して移住定

住の事業に取り組んでまいりました。その後、平成２１年から体験住宅ということでお試

し暮らしということで２１年には１棟、２２年からは２棟用意いたしまして、体験住宅、

移住を考えている方の対応をしてきたところでございます。その間、１９年から事業を始

めたところでございますが、砂川市がこのように移住定住の促進事業に取り組んでいると

いうことで砂川のまちの特徴ですとか魅力、また生活環境を道内外の方々に広く周知をし

たいということで、ホームページのほかリーフレットを作成し、ＰＲに努めてきたところ

でございます。リーフにつきましては、平成１９年に５，０００部、平成２１年度に３，

０００部を追加して、これまで８，０００部作成してきたところでございます。これまで

道外の東京、大阪等の北海道暮らしのフェア等でこのようなリーフを活用したり、移住相

談者に対するリーフの配付など、さまざまな活用を図ってきたところでございますが、既

に残数も１，０００部を切ったというような状況にありましたことから、２３年度でさら

に３，０００部作成したいということで今回予算を計上させていただいたところでござい

ます。作成に当たりましては、これまでの内容をもう一度見直しをしまして、砂川の暮ら

しのよさに気がついていただけるような内容のものをということで、協議会の皆様と内容

について協議をしながらリーフのほうを作成してまいりたいと思います。また、これまで

のリーフレットにつきましてはＢ４判の観音開きということで、ちょっと小さ目のパンフ

レットでございましたけれども、今度はちょっともう少し情報量を盛り込みたいというこ

とで、Ａ４判の蛇腹折りのリーフレットということで考えているところでございます。

以上でございます。

〇委員長 増田吉章君 土田政己委員。

〇土田政己委員 今砂川に来られて、ちょっと暮らしをされた方も、例えば砂川市のすば

らしい、いいところ、例えば遊水地なんかのところを見られて非常に感動されたとか、い

ろんなお話を聞くのです。ですから、今言われましたように砂川にはすばらしいところが

ありますし、そういう意味では私はもっともっと我々のほうからすると砂川市のよいとこ

ろの宣伝を、せっかくつくるリーフレットでぜひしていただいて、もちろん砂川に来て住

んでいただくことも大事なことなのですけれども、これは砂川市のＰＲにつながるのでな

いかなと。来た人がこんないいところがあるのを知らなかったとかというようなお話も聞

いたものですから、我々もっともっと砂川市全体のやっぱりＰＲ不足でないかなと。そう

いう意味では、ほかのまちも同じような取り組みをしておりますから、それと競争という

ことになるのでしょうけれども、やっぱり環境面においてもいろんな面においても砂川市

はすばらしい、他市に負けない、いいものがたくさんあるので、そういうものをぜひ盛り

込んだパンフレットをつくっていただきたいというふうに思うのですが、その辺のことに
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ついて、もしご意見あれば伺いたいと思います。

〇委員長 増田吉章君 広報広聴課副審議監。

〇広報広聴課副審議監 近藤恭史君 今委員のほうからおっしゃいましたように、やはり

砂川市の売りとしては自然環境のよさ、さらには生活環境ということで昨年新しい病院も

建ちましたので、他市にないそういうよさをリーフレットの中で紹介して、砂川の暮らし

のメリットに気がついていただけるようなリーフレットを作成してまいりたいというふう

に考えているところでございます。

〇委員長 増田吉章君 土田政己委員。

〇土田政己委員 それでは次に、９５ページのヘリポート費についてお伺いしたいのです

けれども、ここに今年度測量等の委託料だとか場内標識標示修繕工事費だとかというのが

組まれているのですけれども、特に測量等の委託というのはどんなことになるのか、どう

いうところを測量されるのか。場内掲示場を、これが古くなったから修理、修繕するとい

うのはわかるのですけれども、測量というのはどんなことなのか、ちょっと中身について

お伺いします。

〇委員長 増田吉章君 市民生活課長。

〇市民生活課長 高橋 豊君 ただいまのヘリポートの測量等の関係でございますが、本

年このヘリポートにつきましては、３年に１回、航空法４７条第２項に基づきまして国土

交通省の検査が入ると。これに伴う測量委託ということになりますので、その検査を受け

て、その検査を通るために、例えば測量委託だけではなくて、エプロン等の修繕を行う、

あるいは検査手数料、こちらのほうも９万６，０００円ほど計上させていただいておりま

すけれども、検査手数料をお支払いする、それからその検査を通るために場内の標識標示、

これを補修すると、この工事一式、それから消防の関係では消火栓ホース、こちらのほう

が消防のほうの定期検査のところで指摘を受けておりますので、これもその検査のために

修繕を行うということですので、この測量委託につきましても一連の検査を受けるために

必要なものということで場内の測量を委託するということであります。

〇委員長 増田吉章君 土田政己委員。

〇土田政己委員 定期検査の手数料だとか、今言った場内標識だとか備品購入というのは

私もわかるのですけれども、測量というのが、今改めて測量しなければいけないことがあ

るのかどうなのかとよくわからないものだから、国土交通省の検査を受けるためにやはり

測量しなければならないところが、何を測量するのか。今用地を確定するわけでもないし。

ちょっとその辺もう少し具体的に詳しくお伺いしたいと思います。

〇委員長 増田吉章君 市民生活課長。

〇市民生活課長 高橋 豊君 この場内の測量につきましては、例えばヘリポート、着陸

部分の傾斜ですとか、全体のその部分も何％以下というのが決められておりますので、こ

れを測量することによって、もしそれが検査が通らない状態であれば当然それも補修をし
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て差を縮めるとか、ですから全体を測量して検査に通るための数値を求めて、それに基づ

いた修繕、修理を行うということでございます。

〇委員長 増田吉章君 この点について、他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、第２項徴税費について、何か質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ここで１０分間休憩します。

休憩 午後 １時５５分

再開 午後 ２時０２分

〇委員長 増田吉章君 休憩中の委員会を再開します。

第３項戸籍住民基本台帳費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

第４項選挙費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

第５項統計調査費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

第６項監査委員費、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、第３款民生費、第１項社会福祉費、質疑ありませんか。

土田政己委員。

〇土田政己委員 １０９ページの知的障害者地域生活支援に関する経費の中の成年後見人

等報酬補助金と申し立て費補助が計上されておりますけれども、ご承知のとおりこの成年

後見人制度というのは２０００年に制定されて介護保険制度と車の両輪というふうに言わ

れてきたのですけれども、この中にいわゆる親族や市町村長らが申し立てて家庭裁判所が

後見人を選ぶ法定後継人と、それから任意の後見人というのがあるようでありますけれど

も、ここに計上されている成年後見人等の報酬あるいは成年後見人等申し立て費の補助金

というのはどこに当たるのか、いわゆる法定後見人なのか任意の後見人というふうになる

のかちょっと私わからないので、お伺いしたいと思うのです。

〇委員長 増田吉章君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 峯田和興君 成年後見人制度の関係のご質問でございますけれども、成

年後見人制度は判断能力が十分でない知的障害者あるいは精神障害者等々の要支援者に対

して民法で定める成年後見人制度の利用を支援するため、低所得者などの負担が困難な裁

判所への申し立て費用や後見人報酬を助成することによりこの成年後見人制度を利用し、

要支援者の生活自立援助、自己決定の尊重及び権利を擁護するための事業でありまして、

今回この予算に計上しているところとしましては、障害部分の法定の部分の後見人制度の
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部分でありまして、報酬におきましては最終的には裁判所が本人の資産なり、あるいは後

見人の内容等によって金額が決まってくるところなのですけれども、ここでは一応市とし

ての上限として在宅の場合の成年後見人制度を見込んで月２万８，０００円の１２月期な

りが成年後見人等の補助金であり、また申し立て費用として郵便代と登記手数料、印紙代

あるいは本人の判断能力があるかないかの医者の鑑定も含めての申し立て費用の補助金と

いうことで、今回は法定部分の後見人制度の部分についての障害部分の予算計上をしてお

ります。

〇委員長 増田吉章君 土田政己委員。

〇土田政己委員 今お話ありましたように、知的障害の方、精神障害の方もそうなのです

けれども、最近では新聞報道で認知症の方も非常に多くて、そのほうが大変だというよう

なことで、政府もさらに成年後見人制度を一層普及していくということで、ことしはモデ

ル市町村も設定してやっていくようでありますけれども、この後見人になれる人の資格と

いいますか、どんな資格の方なのか、あるいは市内にそういう方がおられるのかどうなの

か、ちょっとお伺いしたいと思うのですが。

〇委員長 増田吉章君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 峯田和興君 後見人になれる者として、当然本人が判断能力がない方で

後見人なり、あるいは判断能力が十分でない方の保佐人とか、あるいはある程度判断能力

があるような補助人とかというところで、またそれぞれちょっと違うところでもあります

けれども、後見人としては奥さんとか、あるいは親族の方もなれるほか、当然市長とか、

だれも身寄りのいない方については市長が申し立てにより、例えば後見の内容によっては

財産の管理であれば税理士なりとか、あるいは会計士とか、それほど難しいものでないも

のについては奥さんとか、あるいは親族というような方も後見人になれるというようなと

ころではあります。また、お話ありました高齢者とか認知症の部分におきましては、今回

費目としては障害者部分の後見人制度の部分の予算を計上しておりますが、認知症の高齢

者等におきましては介護保険会計のほうでの予算で計上しているところではあります。

〇委員長 増田吉章君 土田政己委員。

〇土田政己委員 それで、今お話ありましたように、その本人の判断能力において後見と

か保佐とか補助とかと３種類があるというふうに言われているのですけれども、これは今

言われましたように市町村長あるいは家庭裁判所が選べば、今親族でも、あるいはだれで

も資格があるというふうに理解してよろしいのでしょうか。

〇委員長 増田吉章君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 峯田和興君 最終的に裁判所等、家庭裁判所等の選任ということになり

ますので、あとは内容によって親族なり、あるいは本当に難しい財産等のものについては

ある程度専門な方が任命されるというところになると思います。

〇委員長 増田吉章君 中江清美委員。
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〇中江清美委員 １０９ページの知的障害者相談員報償、それから身体障害者対策に要す

る経費の中も同じ報償ということで２万５，０００円ずつあるのですが、この相談員報償

というのはどなたに支払われるものなのか、この決まった方というのはいらっしゃるのか

お伺いします。

〇委員長 増田吉章君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 峯田和興君 知的障害者相談員と身体障害者相談員の関係のご質問でご

ざいます。この相談員におきましては、従前は北海道のほうで任命をして砂川市に配属さ

れて砂川市の部分の相談ということで行っていたところなのですけれども、市においては

平成２２年４月から、この道の権限の部分を砂川市のほうに移譲を受けまして、砂川市の

知的障害者相談員あるいは身体障害者相談員として活動を行っていただいております。知

的障害者相談員あるいは身体障害者相談員の方におきましても、ある程度経験とか、ある

いは今までの体験とかを生かして、よりよい身近な相談ということで市と一緒に相談会な

んかにも参加していただき、事業を実施しているところであります。この報償等につきま

しては、本人に対する報償でありまして、この報償額については従前北海道で出していた

部分の金額を砂川市としても参考としてその金額を現在は使用して本人等に支給しており

ますが、内容的にはちょっとボランティア要素もあり、ちょっと金額的には年額の金額に

なっております。

〇委員長 増田吉章君 中江清美委員。

〇中江清美委員 この金額は、市持ち出しですか、それとも道のほうからこの全額支給さ

れているのかということ。

〇委員長 増田吉章君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 峯田和興君 この金額についての助成の関係のご質問でございます。従

前北海道でやっていた部分におきましては、北海道で全額出していただいた分なのですけ

れども、これが砂川市で権限移譲受けるというところでは、今回歳入のほうで権限移譲交

付金ということで、これについてはこれの相談員以外にもいろいろな権限の移譲を受けて

おりますので、その中に本人の報償費なり、あるいは出張の旅費等の部分も含めて全額道

のほうで権限移譲の交付金のほうで充当されているところでございます。

〇委員長 増田吉章君 中江清美委員。

〇中江清美委員 済みません。ちょっとわからなかったのですけれども、全部道のほうか

ら金額来ているのか、市のほうで持ち出しもあるのかということで。

〇委員長 増田吉章君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 峯田和興君 済みません。全額北海道からの交付金で賄っております。

一般財源の持ち出しはございません。

〇委員長 増田吉章君 中江清美委員。

〇中江清美委員 この相談員というのは、もともと北海道から委嘱されて、そういう方が
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いらっしゃる、そういう人がいたのだと思うのですが、現在はその北海道のほうからそう

いう方がいらっしゃって相談を受けているのか、それともこの砂川の中でどなたか適当な

方が任命されて、この業務を行っているのかお伺いします。

〇委員長 増田吉章君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 峯田和興君 相談員におきましては、従前におきましても砂川市のほう

で推薦をして北海道のほうで委嘱をしている実態にありました。今回においては、そのま

ま砂川市のほうで、通常今は従前と同じ人にお願いしてもらっているのですが、砂川市の

方に引き続きお願いして実施をしております。

〇委員長 増田吉章君 中江清美委員。

〇中江清美委員 また違うところで、１１５ページの障害児対策に要する経費ということ

で、これは児童福祉……

〇委員長 増田吉章君 児童福祉費です。

〇中江清美委員 済みません。出直します。

〇委員長 増田吉章君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、１１４ページ、第２項児童福祉費。

中江清美委員。

〇中江清美委員 １１５ページの障害児対策に要する経費ということで、これは重度障害

の方たちが今どこで訓練しているのか、私の知っている限りではふれあいセンターで月１

回か２回ぐらい旭川から訓練士が来て、そして在宅にいる重たい障害のある子を訓練して

いる事業だと思うのですが、その訓練の交通費補助というのが３，０００円なのです。と

いうことは、これは月２回としても１人分ぐらいの、あとは自家用車で親が送り迎えして

いるとか、そういう状況なのかなというふうに思っているのですけれども、今現状重症の

そういう訓練を受けなければならない人というのはどのぐらいいらっしゃるのでしょうか。

〇委員長 増田吉章君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 峯田和興君 障害児対策に要する経費の療育訓練の関係のご質問でござ

います。

実際この療育訓練については、ふれあいセンターで実施している療育訓練、肢体不自由

の特に重たいような方を中心に旭川からの療育センターの方とかが来て、大体毎月行って

いる部分で４人程度、最大４人程度の、一月に４人程度の療育訓練をしているところでご

ざいますが、その中で実際やっぱり来るのに大変だということで、交通費の助成というこ

とで、これはタクシー等を利用した場合の助成を想定して予算を計上しているところであ

りますけれども、実際的にはなかなか保護者の方というか、いろいろ付き添いの方が車で

来たりとかというような実態がありまして、なかなか当然１人で来るのが大変なところな

のか、今交通費の助成というところでは余り利用がないような実態になっています。
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〇委員長 増田吉章君 中江清美委員。

〇中江清美委員 本当にこの在宅でどこの施設でもちょっと預かれないような重たい人た

ちというのは結構、私が行ったときにはいたのですけれども、現在少し変わってきている

のかなというふうに思うのですが、本当に自分よりも重たそうな子をだっこして訓練に来

るのです。そうしたら、そういうときには大体自家用車を利用しているわけですけれども、

本当にこれからどのようにそういう障害の人がふえるかわからないのですけれども、こと

しはこのぐらいで済んだのですけれども、今後やっぱり自家用車を使って訓練するような

方々に対してガソリン代を実費で支給するとか、それは今後のことになりますけれども、

これは予算のほうに入ってしまうのですけれども、そういう重症児を持つお母さん方に対

する、もうちょっと砂川としての思いやりの予算というのを今後期待して、その辺をお話

しして。回答は要りません。

これで終わります。

〇委員長 増田吉章君 第２項児童福祉費、土田政己委員。

〇土田政己委員 １１７ページの学童保育に関する件でお伺いしたいのですけれども、空

知太学童保育運営委託料と北光学童保育運営委託料が計上されておりますけれども、こと

しは同額になっているのです。中身を見ますと、北光のほうを４６万８，０００円削って

空知太のほうに３０万ふやしたと。全体では１６万８，０００円の減という予算計上に昨

年度から見ればなっているのです。今その学童保育の充実が強く求められて大変な状況に

あるときに、なぜ北光のほう、空知太をふやすのは結構なのですけれども、北光のほうを

４６万８，０００円も予算を削ったという、その理由はどういうことなのか。今の社会の

流れに私は逆行するのでないか。学童保育を一層充実しなければならないという状況にあ

る中に逆行するのでないかと思うのですけれども、その辺どのようにお考えになっている

のか。

〇委員長 増田吉章君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 峯田和興君 学童保育の委託料のご質問でございます。

学童保育の民間に対する、やっていただいている分の委託料の関係につきましては、補

助額を基本に出しているところでございます。その補助額の中には子供さんの人員でちょ

っと何人から何人までというところもあるのですけれども、今回特に北光のほうの学童保

育の委託料が下がった分としては、昨年度の当初予算では障害児にかかわる部分というこ

とで障害児の部分で多少加算、その子供がいて加算があった部分を当初予算で計上してい

た部分であるのですけれども、本年度、２３年度に関しては、その子供さんがいなくなっ

た分の補助分がなくなったので、その障害加算分が大きく減ったところによって北光の委

託料が下がった状況にあります。

〇委員長 増田吉章君 土田政己委員。

〇土田政己委員 この空知太と北光の学童保育は、民間の方々が努力されてやられて、半
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ばボランティアみたいな中身もあって一生懸命やられているのです。ですから、僕らとし

てはもう少し援助をしてやったらいいのでないかなというふうな気はすごくするのです。

市でやっているほうは、これはこれできちっとしてやられているのですけれども、民間の

方は大変に苦労されながら、あるいは預かる児童の方も多くなってきたりして、今お話聞

くと、障害児の方がいなくなったからだということなのですけれども、やはり今の状況の

もとで、これは４６万８，０００円も例えば北光で減らされるとすれば、大変学童保育の

運営に大きな支障を来すのでないかなというふうに思っておりますし、私どももいろいろ

お話も聞いて、本当に先生方というか、いろんな方がボランティアでご苦労されてやられ

ているので、ここについては少なくとも私は予算、北光だけでなく全体として１６万８，

０００円、約１７万円ぐらいも少なくなっているということは今の社会情勢に私はさっき

言ったように逆行するのでないかなと。少なくとも現状予算を、できれば幾ら骨格予算で

あってもそういう点では少しでもそういう苦労されている方に増額助成をしてあげるべき

ではないかなというふうに、今子供の教育やら子育て問題というのは非常に大変な大きな

問題になっておりますし、子育て支援対策というのは非常に重要でないかと思うのですけ

れども、そのあたりのお考えについてちょっとお伺いします。

〇委員長 増田吉章君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 峯田和興君 民間でやっていただいている学童保育の部分については、

それぞれ地域性を生かしながら、よりよい療育に関して地域の方が非常に努力して頑張っ

ているものと考えております。今回当初予算の委託に関しましては、国のほうといいます

か、補助のほうも空知太とかにおきましては、これは基本の部分なのですけれども、基本

の部分としては当然基準は上がっております。北光においても障害児分を、受け入れ加算

分を除く部分としては単価が上がっております。その中で、今回北光の部分においては障

害児の受け入れ部分が大きく減った部分で総体的にはちょっと減額というところになって

おりますけれども、基本の部分での加算というところでは経費が補助の部分が上がってい

るところでもありますし、また今後、現在国の基準をもとに出しているところでございま

すけれども、何かしら運営上にいろいろ問題があるものにつきましては、今後委託の部分

とも話を聞きながら検討していくものと考えております。

〇委員長 増田吉章君 土田政己委員。

〇土田政己委員 空知太のほうで増額されたのは大変結構なことで、３０万円ふえたこと

は本当にいいのですけれども、思いはもっとふやしてほしいという気もするのですけれど

も、一方で増額は、結局北光を削って、北光をそれ以上に削って空知太に回したと。全体

予算で言えばさっき言ったように減って、約１７万も減ってしまっているというのは、や

っぱり私はなかなか納得できないのです。本当に今ご承知のとおり、こういう不況の中で、

あるいはお母さんが働くというようなことから、学童保育の充実が非常に、保育所の充実

も求められているし、同時に学童保育の充実も非常にこの子育て支援対策の中でも強く求



－35－

められているという状況のもとでこのような予算計上されたというのは非常に残念なこと

でありますけれども、これ以上課長に言ってもしようがない話でありますけれども、ぜひ

今お話ありましたけれども、今後必要によっては予算の増額措置をとっていただきたいと

いうことを強く求めて終わります。

〇委員長 増田吉章君 一ノ瀬弘昭委員。

〇一ノ瀬弘昭委員 それでは、今ほども学童保育の関係で質疑があったところですけれど

も、私もこれ毎年お伺いしていることなので、今回も漏れなくお伺いしたいなというふう

に思うのですけれども、歳入のほうに至りましては、全体的に入所の通年利用あるいは短

期利用、延長利用ということで人員書いてあったのですけれども、私いつも各学童保育所

ごとの部分でお伺いしているものですから、４月１日の分からになるかと、２３年度にな

るかと思うのですけれども、現状としてもう大体取りまとめというか、できているのでは

ないかなというふうにちょっと思うのですけれども、その部分におきまして現状把握され

ている部分で結構なので、各学童保育所ごとの通年、短期、あと合計ですね、それと前年

度比プラス・マイナス、増減ですね、それと定員に対する空き状況等々がどうなっている

のかということをそれぞれお伺いできればと思っています。

以上、お願いします。

〇委員長 増田吉章君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 峯田和興君 学童保育の入所の関係のご質問でございます。

平成２３年度の分におきましては、広報等で申し込みをして、ある程度期限としては締

め切っているところではあるけれども、今現在まだ人の申し込みが来ている状況でもあり

ますので、平成２３年３月上旬、３月１日なり２日ぐらいの状況で申しますと、中央学童

としては通年が２３人、短期が８人、南学童保育所は通年が４２人、短期が１６人、空知

太保育所は通年が４１人、短期が６人、北光学童保育所は通年が２２人、短期が４人とい

うような状況になっていますけれども、現在まだちょっと多少の移動はあるところでござ

います。昨年の部分での比較というところでございますけれども、実は２２年度の４月と

いうところでの、４月現在、４月の実績というところでいきますと、中央学童が通年２０

人、短期が８人、南学童は通年４９人、短期が２４人、空知太保育所の通年が３７人、短

期が９人、北光学童保育所としては通年が３０人、短期が８人というような状況でありま

す。ただ、実際の入所に関しましては、短期の方についてはちょっと登録しているところ

ではありますけれども、実際来るのが月に１回来るかどうか、来ないかとか、相当短期の

方は申し込みだけしてという方も結構いらっしゃいます。そんな中では、現状におきまし

ては定員に近いところもあるのですけれども、全員を決定して新年度からの受け入れとい

うような状況と考えております。

〔「定員に対するあき」と呼ぶ者あり〕

現在のところにおきますと、定員、例えば中央４０人とか南学童５０人とか空知太４０
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人、北光３０人と、これでいきますと短期の方についてはそれほど利用が少ないというこ

とでいきますと、今現状ではまだ多少入れると思っております。ただ、実際としては多少

人数締め切った中でも３月中旬にもまだ申し込みが現在あるようなところでございます。

〇委員長 増田吉章君 一ノ瀬弘昭委員。

〇一ノ瀬弘昭委員 今るる現状で押さえている数字としてそれぞれお伺いしました。そん

な中では、やはり先ほどの質疑の中でもありましたけれども、空知太が昨年の同時期から

見ると通年のほうがふえている。短期のほうがシフトしたのかなという気もしないわけで

もないのですけれども、そんなようなことで定員としては通年のほうもふえているという

ことで、北光のほうがちょっと少なくはなっていますけれども、あとはそれなりにふえて

いたり横ばいであったりということで、空き状況に対しても余裕があるということで、随

時またぽろぽろといいますか、後からでも申し込みには対応していただけるということで

うれしく思っているのですけれども、先ほど土田委員のほうのお話もありましたけれども、

やはりこれからこういった子育て支援というのは人口を流出させないという大きなくくり

でいっても、安心して地元というか砂川で子育てができる環境整備というのはやはり大事

なことだというふうに思っておりますので、今回の予算でこういった形の金額で出されて

おりますけれども、これは骨格でありますから、実際の補正になるのか何かは別としまし

ても、これは政策的要素というのもまた結構あるものだなというふうにちょっと思うので

すけれども、先ほど言ったような理由からやはりこれ大事なところなので、今後可能な限

り予算をとっていただいて、一家族でもといいますか、一人でも多くの方々が利用しやす

いような、そういった増額の部分も含めてですけれども、利用しやすいような学童保育の

運営に努めていただきたいということを申し上げまして、この今回の今の質疑は終わりた

いと思います。

以上です。ありがとうございました。

〇委員長 増田吉章君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 私も学童保育の関係なのですけれども、私はちょっと施設的な面でお伺

いをしたいと思うのですけれども、特に南学童と中央学童の関係なのですけれども、まず

南学童、今年度の予算の中でグラウンドにある大きな木を何らかの形で処理をするような

予算が含まれているのかどうかと、それから南学童の中で一部屋、結構大きな部屋が使わ

れずに置いてある。話によると、老人の関係のリハビリに使うはずだったのか、今もそう

なのかわかりませんけれども、私が見に行った限りは使われていない部屋のようで、その

辺のところがどういうふうにされるのか。今のお話でいくと、南学童も結構な数が、定員

に近いぐらいな数がいて、あの部屋がうまく使えたらいいだろうなというふうに私は思っ

たのですけれども、それともう一つはとてももう古いですよね、以前南の保育所だったと

ころを今学童にしているわけですから。中央の学童保育も今の総合福祉センターの地下で

すよね。実は、一番いいのは空知太小学校の学童だと思うのです。その学童をする上での
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環境としては、夏はプールに入りますし、グラウンドでかなり動けるし、遊具も使えるし

ということなのです。全然なかった学童が今このようになって非常によくなったと思うの

ですけれども、それぞれの施設、それぞれ一つ一つの学童を見ていくと、かなり大変な状

況がこれから予想されると思っていますが、今言ったように今年度の予算の中ではその辺

の、例えばちょっとした壁の塗りかえだとかそういうことについては何も入っていないの

かどうかをお伺いします。

〇委員長 増田吉章君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 峯田和興君 学童保育の施設に関するご質問でございます。

平成２３年度の当初予算の中に質問にありました大きな木、ちょっとそこについては去

年は虫がついてみたいな話があって、その周りを囲って対応したみたいなところもあるの

ですけれども、なかなか大きな木でありまして、今年度についてはそれの除去ということ

での予算計上はしておりません。また、現在南学童保育所の一つの部屋の部分で使ってい

る部分といたしまして、使っているといいますか、福祉会のほうに建物の使用の賃貸とい

うことでお貸ししている部分が一部あります。そこについては、福祉会のほうで当初陶芸

とかそういう感じで使用をする予定があるというようなことで貸しているところでもあり

ますけれども、実際のところ現在までの利用はないところでありまして、この関係につき

まして私が福祉会のほうとお話をしたところでありまして、学童保育の人数も結構ふえて

きて、今後この辺の福祉会としての使用はどうなのだということで、現在としては使用し

ていないし、学童保育がある程度多くなっていくというところであれば、うちのほうとし

ては相談に乗るみたいな話もありました。ただ、そこの施設の改修部分にも大きく経費が

かかることや、先ほど委員さんの言われたように安全面、安心面とかを考えると、やはり

学校単位で本来できる形がいいのかなというところもあります。ただ、学校のほうについ

ても、あいている教室というところでもいろいろな問題もあるのかなと思いまして、それ

らもにらみながら今後の学童保育の人員の状況、これからどのようにふえていくのか、あ

るいは現在学童保育におきましても本来低学年までというところを多少４年生以上という

方も預かっている部分もありまして、今後の子供の学童保育の入所状況等を見ながら考え

ていくものと思っております。

〇委員長 増田吉章君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 大切な問題だと思うのですけれども、今とりあえず学童保育の数がふえ

て、ただ施設的には非常に厳しい施設もあるかなというふうに思うのです。これって保育

料の関係にもかかわってくることなのですけれども、例えば南、中央はタクシーで送り迎

えをしているわけです。これ、学校でもしやれるとすれば、そういう必要はなくなるだろ

うというふうにも思いますし、遊ぶには最適な学校というのは場所ですよね。冬は体育館

も使えるし、というようなことも考えるべきではないかなというふうに思います。

それで、先ほどの、課長はわかっていらっしゃるのですけれども、大きな木ですよね。
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これは、非常に大きな木になっています。その隣は、今宮川の福祉複合施設が近くに建っ

ていて、あそこに毛虫が物すごくいっぱいついたのです。こんな大きい毛虫です。それを、

みんなが何をしているかというと、子供も指導員もあわせて割りばしでビニール袋に入れ

て処理をしているところを僕たまたま行ったのです。これ、どうにかならないのかなと課

長に相談したのですけれども、そうしたらこれも残念なことにそばに近寄らない処置をし

ただけだったのです。これでは何にもならなかったかもしれないなというふうに私は正直

思います。ことし、またその幼虫が発生するかどうかわかりません。わからないのだけれ

ども、あの木はなぜかあそこに取り残された木だと思うのですけれども、あれって日陰に

なるというよりは、そのうち何か倒れたらどんななるのだろうみたいな心配のほうがある

感じがします。やっぱり南の保育所からの施設ですから、本当に古いし、ここはもうそろ

そろ何とかしなければならないというふうには思うのですけれども、やっぱり現状は何に

もそういう関係の予算というのは今回ついていないようなので、そのまんまなのか、今後

少しでも見直そうとされている思いはあるのかどうなのかを聞かせてください。

〇委員長 増田吉章君 市民部長。

〇市民部長 井上克也君 南学童保育所の大きな木については、私も現地の確認しており

ます。今委員さんおっしゃいました、これはやっぱり預かっているお子さんに万が一の危

害というようなことがありましたら、これはやっぱり大問題になりますから、そこは十分

検証させていただきたいというふうに思います。

〇委員長 増田吉章君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 峯田和興君 南学童の施設の関係でいきますと、今後これからの子供さ

んのふえ方なり、あるいは本来言われているように学校単位でできれば安全、安心という

面でも非常にいい点でもあるところでございます。ただ、地域としての受け皿的な問題も

ありますので、私どもとしてはよりよい形にいけるようにいろいろ検討をしてまいりたい

と思っております。

〇委員長 増田吉章君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 最後になりますけれども、学校でやろうとするのか、空き教室が僕は結

構あると思うのです。学校に聞くとないと言うのですけれども、あるのです。そこに、例

えば物置にしていたらそこは空き教室ではなくなるという事情も僕はあると思うのですけ

れども、学校としてはそこを抱え込みたくないのかなというところももしかしたらあるか

もしれない。だけれども、さっきの南保育所の後の南学童ですね、こちらは本当にさっき

から言っているように建物古い。相当冬は大変だと思います、正直言って。それで、こち

らの中央保育所のほうも地下ですよね。地下の中で、あの狭い中でみんなが遊んでいるの

です。そういうことをやっぱりある程度総合的にいろいろ考えていただいて、せっかくや

っているいいサービスですから、どういうふうにすればもう少しよくなるのかというよう

なこともあわせて、ぜひ考えていただきたいというふうに思いますが、多少なりとも考え
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ていかれるような思いはありますでしょうか。

〇委員長 増田吉章君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 峯田和興君 私のほうでも教育委員会等に聞きまして報告物というか、

空き教室ということでは、将来ずっとあいている教室ということでは回答ではなかなか難

しいというような状況も聞いているところでございますけれども、今後もちょっと学校の

ほうにも行って状況を再度確認しながら、確かに施設面あるいは子供のふえ方等々もどう

いう状況なのかを調べまして、早々になるのかちょっと先になるのかというところもあり

ますけれども、よりよい学童保育の運営には考えていきたいと思っております。

〇委員長 増田吉章君 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、第３項生活保護費、質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、１２２ページ、第４項災害救助費、質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、１２４ページ、第４款衛生費、第１項保健衛生費、質疑ございませんか。

吉浦やす子委員。

〇吉浦やす子委員 衛生費の中の１２５ページ、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業

に要する経費のところで質問なのですけれども、予防接種委託料ということで子宮頸がん

のワクチンの接種について、砂川市は国の定めた中学校１年生から高校１年生を超えて、

今年度は高校１年生、来年度から高校３年生まで拡大するということで、高校２年生の娘

さんを抱えているお母さんからはよかったと、そういう声をたくさん聞かれています。高

校１年までかと思ったら高校２年までということですごく喜んでいらっしゃいましたけれ

ども、２月、３月、今年度のワクチンの接種状況について伺います。

〇委員長 増田吉章君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 福士勇治君 子宮頸がん予防ワクチンの２月、３月の接種状況について

ご報告申し上げます。

接種状況につきましては、中学１年生から高校２年生まで、対象者は３６０名ございま

した。中１が５名、中２が２３名、中３が２２名、高１が１９名、高２が２０名、合計で

８９名の接種者がございまして、接種率は２４．７％となってございます。

〇委員長 増田吉章君 吉浦やす子委員。

〇吉浦やす子委員 接種してきたお母さん方からちょっと声を聞いたのですけれども、私

が聞いた方、高校２年生の娘さんがいらっしゃるお母さんなのですけれども、一緒に接種

しに行ったということで、市からこういうワクチンのお知らせが来てすぐ行ったそうなの

です。それで、２月１回目で３月２回目をするということで言われていたのですけれども、

娘さんが行っている高校で何かいろんなうわさが立って、お母さん方がうちの子は連れて
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いかないとか何かそういう不安を抱えているようで、ちょっと心配だったので今質問した

のですけれども、どんなことで不安、そういう学校でうわさになっているのと聞きました

ら、注射が物すごく痛いということとか、それから注射をした後、そのお母さんは娘さん

と一緒に行ったら３０分病院から出たらだめだと、病院の中にいてくださいと、そんなふ

うに言われたそうなのです。具体的な説明がなかったために、その３０分の間にどんなこ

とが起きるのかと、そういう不安がすごくあったそうなのですけれども、そのお母さんは

娘のためにこのワクチンはすごく大事なことだということで聞いていたので、きちっと行

ったそうですけれども、お母さん方同士で話をしていて、何かその３０分待つということ

にもすごく何かあるのではないかと、ぐあい悪くなるのではないかという、何かそういう

うわさが広がって、娘さん行っている高校ではそういううわさが広がって、お母さん方に

も広がったりして、ちょっと行くのを控えているとか、そういう声がちょっと聞かれて、

そのお母さんはきちっとわかればみんな行くのではないかと言うのです。それで、ふれあ

いセンターから私はもらってきたのですけれども、こういう説明書いたものが各対象者の

ほうに行っていますけれども、ちょっとこうやって見ても難しいのかなと。中学生とか読

んでもちょっと難しいのかなと思ったのですけれども、もう少し中学生、高校生にもっと

わかって、納得していけば保護者の人も安心して子供に言って連れていくのではないかな

と。今接種率聞きましても８９名ということで、まだまだこれからなのだなということで

すけれども、３月いっぱいがまずは今年度ですから、もっと受ける人がふえてもらえれば

いいと思うのですけれども、きちっとこのワクチンのことをもう少しわかるように説明す

るというか、どういうふうにしたらいいのかちょっとあれですけれども、そういう取り組

みも必要ではないかなと。せっかくこれだけの予算をつけて、砂川市の場合高校２年生ま

で拡大できたということですので、もう少しわかりやすく皆さんの不安を取り除くような

ことを考えたらいいかと思うのですけれども、その点について伺います。

〇委員長 増田吉章君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 福士勇治君 委員さんご指摘のように、いろんな不安を持たれては困る

ということから、個別に送付するときにちょっと内容的には多いかもしれませんが、非常

に説明の細かいものを同封させていただいて、任意接種なものですから、お子さんの判断

ではなくて、保護者が判断できるように、そういった説明をさせていただいております。

その中で、ご指摘ありましたように、中にはまれなのですけれども、失神される方もいる

ということで、打った後３０分ぐらいは様子を見てくださいということがこの予防接種を

受ける場合の注意点としてあります。その部分が説明書の中にあるのですけれども、そこ

が読まれていないのかなという懸念はありますが、各個人個人に案内を送っているところ

でございますので、そこをよく読んでいただくということをこれから周知したいと思って

いますし、この制度を広めるに当たりまして、今の小学校６年生が４月に新中学１年生に

なります。教育委員会の協力を得まして、砂中に新１年生になる保護者説明会、あるいは
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石中で新１年生になる保護者説明会にふれあいセンターと同席させていただきまして、保

護者に対してこのワクチンの接種の注意事項と周知を行ってまいりました。今は、ホーム

ページで周知をしているところでございますが、さらに新年度に入りましても広報等で周

知をしながら、より多くの方に接種をしていただきたいと考えております。ただ、今ご承

知のように子宮頸がんワクチンにつきましては全国的に品薄の状態がありまして、初回接

種の方につきましては当分の間控えていただくという措置がとられてございます。初回を

受けられた方の２回目、３回目の分につきましては保証されておりますが、初回接種の分

は今控えていただいている状態でありまして、高校１年生、２年生でまだ初回接種されて

いない方につきましては７月ごろの予定と聞いておりますが、再開されますので、それ以

降打っていただくことになります。そのような措置もホームページ上でお知らせしており

ますが、ご協力をいただきながら行ってまいりたいと思っています。

以上です。

〇委員長 増田吉章君 吉浦やす子委員。

〇吉浦やす子委員 新中学１年生には７月に保護者説明会……今６年生で今度４月に中学

１年生に上がる生徒の方には入学説明会ですか、そのときに保護者と一緒に説明をすると

いうことですね。それでいいですか。

〇委員長 増田吉章君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 福士勇治君 説明が不足で済みません。

これから中学１年生になる今の小学校６年生の保護者説明会が既に開催されました。そ

の場で保護者の方にはご説明をさせていただいています。今度中１になられるご家庭には、

また同じようなものを個別に改めて送付をいたします。

〇委員長 増田吉章君 吉浦やす子委員。

〇吉浦やす子委員 その保護者説明会にはふれあいセンターの保健師さんが来て説明する

ということなのですけれども、今度中学生になる方はそういうところで保護者の方がふれ

あいセンターの保健師さんからお話を聞くということなのですけれども、やっぱり保護者

の人がちゃんとわからないと、子供さんと一緒に行かれないと思うのです。それで、それ

以外の中学２年生、３年生、高校生のお子さんを持つ方々にそのふれあいセンターの方が

説明するというか、そういうことというのは学校とも協力する形になるかもしれませんけ

れども、そういうことというのはできないでしょうか。

〇委員長 増田吉章君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 福士勇治君 現段階で学校へ赴いてということは考えてございません。

個別に郵送した中に少しわかりやすい、漫画を使った説明資料もお子さん用に入れてござ

いますので、お子さんにつきましてはそれを見ていただければ十分わかる内容になってご

ざいますので、お子さんもそれを見ていただいて、保護者の方も説明文をよく読んでいた

だいて、任意接種でございますので、その中で判断をいただきたいと考えております。
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〇委員長 増田吉章君 吉浦やす子委員。

〇吉浦やす子委員 わかりました。

それで、砂川で指定されている病院がたくさんあるのですけれども、私が相談を受けた

方はどこの病院に行かれたかわからないのですけれども、病院のほうでも詳しい説明がな

く、ただ病院から３０分間は帰ったらだめだと、そんな説明だったそうなのですけれども、

そういうときにきちっとどういうことで３０分様子見なければならないのかと、そういう

説明をしてもらえたらいいのでないかと、そのお母さん言っていましたけれども、そうい

うきちっとした説明があれば、きっと安心すると思うのです。その説明がないために不安

がわっと広がってしまって、行かないかなというふうになっているようなのですけれども、

そういったことを市のほうから各指定されている病院に、子供さんにも保護者の方にもわ

かりやすく、３０分待たなければならないということの説明をきちっとしてもらえるよう

に言っていただきたいと思うのですけれども、その点について伺います。

〇委員長 増田吉章君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 福士勇治君 先ほど個別に郵送した添付物の中に接種を希望する方へと

いうことでお子様と保護者の方へという文書が１つありまして、その中で接種後は３０分

間安静にしていてくださいねということが書かれてあります。これをよく読んでいただけ

ればわかることではあるのですが、実態としてそれを理解されていないということで、現

場のほうで誤解があるということであれば、ふれあいセンターのほうから再度、これから

受けられようとしている方に対する周知と病院、診療所に対してそういった依頼をしてい

きたいと思います。

〇委員長 増田吉章君 吉浦やす子委員。

〇吉浦やす子委員 ぜひふれあいセンターのほうから病院のほうにもう少しわかりやすい

説明をしていただきたいということで伝えていただきたいと思います。

それで次、１２７ページのほうなのですけれども、女性特有のがん検診推進事業に要す

る経費ということで２５４万１，０００円で、これは子宮頸がん、乳がんの無料クーポン

のことだと思うのですけれども、これについて無料クーポンが配付される、この事業が配

付される前から比べて受診率はどのぐらい上がっているのか伺いたいのですけれども、こ

れは検診受診率を上げていくための事業だと思うのですけれども、受診率についてどのよ

うに上がってきているか伺います。

〇委員長 増田吉章君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 福士勇治君 比較いたしました受診率につきましては、今手元にはござ

いません。ただ、間違いなく受診率は上がってございます。ですが、なお一層受診率を上

げたいと考えておりまして、これまでの受診状況をかんがみまして今年度の予算を組んで

おりますが、対象者は４６４名いらっしゃいますが、これまでの受診率をかんがみまして、

子宮がん検診につきましては１６０名、乳がん検診につきましては６３２名の対象に対し
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まして２３５名のそれぞれ受診見込みを組んでおりますが、ご指摘のように一人でも多く

の方に受診していただきたいということで、これらにつきましても、せっかく５歳刻みで

無料でございますので、それを利用できるように周知に努めてまいりたいと考えておりま

す。

〇委員長 増田吉章君 吉浦やす子委員。

〇吉浦やす子委員 せっかく予算とるので、受診する方を本当にふやしていただきたいと

思うのですけれども、ことしに入ってからもこのがん検診を受けて、がんの前の状態で発

見されたという方が身近な方でも４人いらしたのです。それで、検診を受けたためにがん

の前の状態だったので、手術が１０分ぐらいで終わったというのです。それで、子宮を全

部取らなくても済んだという方が本当に身近な方で４人もいらしたので、このがん検診と

いうのはすごく大事だなと。女性の健康を守るためにすごく大事なことだと思うのです。

それで、２０１１年に受診率を５０％に上げていくというそういう目標、国でもそうです

し、砂川市でもそういう目標を立てていましたけれども、やはりこの受診率を上げていく

ためのいろいろ啓発活動というか、啓発に力を入れていかなければ、またもらっても行か

ないという人もかなりいらっしゃいますので、そういう啓発活動というか、意識を高めて

いくための取り組みについて伺います。

〇委員長 増田吉章君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 福士勇治君 受診率の向上につきましては、これのみにかかわらず、す

べての検診につきまして受診率の向上に努めております。特に今女性特有のがん検診につ

いて言えば、先ほどヒブワクチンのところで説明いたしましたが、新１年生になる保護者

説明会のときにほとんどがお母さんたちだったものですから、ヒブワクチンの説明の後に。

〔「ヒブワクチン」と呼ぶ者あり〕

子宮頸がん、お子様用のヒブワクチンの説明のときに保護者の方ほとんどお母さんたち

だったものですから、その説明の後にお母さん自身も子宮がん検診、乳がん検診を受けて

くださいという広報もしております。あらゆる場面でそういった対象者にどういう検診が

あるかというのを把握しながらその都度、個別にも指導、周知しておりますし、ホームペ

ージ、広報紙を通じながら、これからも受診率が上がるように努めてまいりたいと考えて

おります。

〇委員長 増田吉章君 吉浦委員の質問については、休憩、再開後に受けたいと思います。

１０分間休憩します。

休憩 午後 ３時００分

再開 午後 ３時１０分

〇委員長 増田吉章君 休憩中の委員会を再開します。

吉浦やす子委員。

〇吉浦やす子委員 意識啓発をいろんなところでしていただけるということで、特に子宮
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頸がんについては２０代、３０代の方が今すごくかかっている方が多くて、亡くなる方も

いらっしゃるということなので、若い方が集まるいろんな場でもそういう啓発、検診を受

けることの啓発をしっかりしていただきたいと思いますし、例えば成人式だとか、そうい

うところも利用して、これから検診の受診率を５０％まで上げていけるように取り組んで

いただきたいと思いますけれども。

〇委員長 増田吉章君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 福士勇治君 ご指摘のように、成人式など市の行事を含めまして、他の

民間で行っているそういったイベントなどにも参加できるものがあれば積極的に参加しな

がら啓蒙、啓発に努めてまいりたいと考えております。

〇委員長 増田吉章君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

１３０ページ、第２項清掃費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

１３４ページ、第５款労働費、第１項労働諸費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

第６款農林費、第１項農業費について質疑ありませんか。

土田政己委員。

〇土田政己委員 １３９ページでちょっとお伺いしたいのですけれども、１つは中山間地

域直接支払制度はほぼ昨年と同じ予算計上になっているのですけれども、国のほうではそ

の制度の充実をして、もっと支援を受けられるようにするというような法律を、これは国

会通っていないのですけれども、２３年度から行うというような状況なのですが、そのよ

うなことを考慮されていなかったのかどうなのかちょっとお伺いしたいのです。

〇委員長 増田吉章君 農政課長。

〇農政課長 小林哲也君 中山間地域直接支払に関することでございますけれども、制度

の充実ということで、去年と変わっている部分といたしましては、離島の平たん部につい

ても助成の対象とするということと、あと対象地域で、砂川市の場合は過疎で拾っていた

だいているのですけれども、その他いろいろ特定の農山村法だとか、そういういろいろな

対象地域があるのですけれども、知事が特区に認める場合というものがありまして、そう

いうところの対象の交付金の額が上がったと、そういうところが主な改正点でありまして、

今回の砂川市に対しては特に変わるところはないかと思っております。

〇委員長 増田吉章君 土田政己委員。

〇土田政己委員 砂川市に対応するものはないということで理解してよろしいのですね。

わかりました。

もう一点、農地・水、これも同じなのですけれども、保全管理支払交付金が、これもま

た何か環境保全型の農業直接支払交付金等に名称変わっているというような状況もあって、



－45－

今までは組織をつくらなければだめだけれども、個人にも申請されれば交付されるような

中身が報道されているのですけれども、そういうのは今の砂川で取り組んでいる、団体で

取り組んでいますね、農地・水で取り組んでいる部分に上積みされていくのか。砂川市で

は対象者にならないのか、ちょっとお伺いしたいのですが。

〇委員長 増田吉章君 農政課長。

〇農政課長 小林哲也君 農地・水保全管理支払交付金でございますが、２３年度から制

度が一部変わりまして、共同活動支援交付金と向上活動支援交付金の２つに分かれました。

共同活動につきましては、これまで砂川市でも実施しておりました地域ぐるみでの共同活

動、水路の泥上げだとか植栽だとかそういう環境整備、こういうものについて補助をして

おりました。これについては変わりません。新たにできました向上活動支援交付金につき

ましては農業施設の長寿命化のための活動に支援するということで、具体的に言いますと

素掘り側溝をトラフ側溝にするだとか農道の舗装、水路の老朽化した部分の補修だとか、

そういうものが対象になるのでございますが、５カ年計画で実施計画を策定してもらって、

これも集落ごと、集落の中でやっていただくことになると思います。具体的なものにつき

ましては、まだ国の要領、要綱が定まっておりません。それと、集落の方には先月国、道

の方に来ていただいて説明会を実施したのですけれども、まだ詳細なところがいろいろと

決まっていない部分が多くありまして、これにつきましては決まり次第補正対応で行って

いきたいと思っております。

あともう一つ、環境の部分ですね、環境の部分がこれまで環境の部分も農地・水・環境

保全支払ということで同じ農地・水の中にあったのですけれども、これが新たに切り離さ

れまして環境保全型農業直接支払交付金という形で、中身につきましても化学肥料、化学

合成農薬を５割削減する取り組みと、カバークロップの作付、リビングマルチ、草生栽培、

これとの取り組みを一緒にやっていただくと、そういうことで、あと冬期湛水って冬の間

田んぼに水をためるのですけれども、これはちょっと北海道では該当しないのかなと思い

ます。あと有機農業の取り組み、農薬、化学肥料を使用しない農業の取り組みですね、こ

ういうものを実施する、これは今度個人の方に１０アール当たり８，０００円、国、地方

合わせて８，０００円ということになっております。これにつきましても、まだ要綱、要

領、これも先月説明会をしたのですけれども、要綱、要領が定まっていないということで、

まだ詳しいところまではいっておりませんけれども、これにつきましても補正、要綱、要

領が固まり次第できる方がおりましたら要望を取りまとめをしまして補正予算という形を

とらせていただきたいと思っております。

〇委員長 増田吉章君 土田政己委員。

〇土田政己委員 わかりました。

今これは、今までと違う。今までは一緒になって、１階部分と２階部分は一緒になって

集落を取り組まなければだめでしたけれども、環境型については別枠になって、個人でや
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る場合でも適用になると。幾つかの条件が有機栽培とかいろんな条件があるのだけれども、

なるということなのです。ちょっといろいろ農家の方からも聞かれる部分があるものです

から、だからそういう点では今説明ありましたように個人の申請というか、個別の水・環

境の組織に入っていない人たちも申請を受けられるというふうに理解していいのですかど

うか、そこだけです。

〇委員長 増田吉章君 農政課長。

〇農政課長 小林哲也君 個人支払いになりますので、今までの農地・水の集落に関係な

く実施できると思っております。

〇委員長 増田吉章君 尾崎静夫委員。

〇尾崎静夫委員 中山間地域等直接支払は、中身については大変充実されてきているとい

うのは理解しているのですが、これは地域が限定される、面積が限定されていると思うの

ですが、今後この中山間地域全体の対象地域をふやすとか、そういう考え方ということが

あるのかどうなのかなというふうに思います。制度そのものはわかっているのですけれど

も。

〇委員長 増田吉章君 農政課長。

〇農政課長 小林哲也君 中山間地域直接支払のお話でございますが、現在砂川市で対象

となっている急傾斜地、これにつきましては水田が２０分の１以上、畑の部分は砂川市で

は対象、今なっていないのですけれども、国、道の要綱では２０分の１以上の水田を対象

とするということになっております。今最近出てきましたのは、緩傾斜というのがあるわ

けなのですけれども、緩傾斜地というのが水田で１００分の１以上２０分の１未満の勾配、

それと畑で８度以上１５度未満ということで、これは緩傾斜ということになっております

けれども、国の要綱、要領では市町村長が特に認める場合はこの緩傾斜地というのを対象

としてもいいよということになっております。それで、市町村長が特に認める場合は、国、

道のガイドラインを参考にして緩傾斜地を対象にできるかどうか判断しなさいということ

なのですけれども、この国、道のガイドラインが急傾斜農地と連担していることというこ

とになっているのです。連担しているということは、今急傾斜で取り上げられている部分

とくっついているということになると思うのですけれども、これでありますと砂川市は該

当するのが余りないのかなというふうに思っていたのですけれども、ほかのところで他市

町村を見ますと緩傾斜だけで対象としているところが多々あります。これにつきましては、

ガイドラインを参考に市町村が独自で対象農地を定められるということで、道の許可を得

てやっているところでございますけれども、砂川市でもその緩傾斜が拾えないのかという

要望が上がってきております。農地・水の対策が平成１９年度から行っておりまして、こ

れは５年間継続をしてやってくださいということで、２３年度で一応５年の区切りがつき

ますので、２４年度からその緩傾斜が拾えるか。農地・水で拾われている部分を全部が緩

傾斜ということではないと考えておりますけれども、予算的にも交付の額が農地・水より
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もかなり上がりますので、市の負担というのもかなり大きくなってくる部分もあるかと思

いますので、この辺市としてどこまで拾っていくかというところを検討しながら考えてい

きたいと思っております。

〇委員長 増田吉章君 尾崎静夫委員。

〇尾崎静夫委員 そのとおりでありまして、この中山間地等の直接支払というのは時限立

法でいつか切れるよみたいな話で最初があったので、砂川でもその緩傾斜という部分の採

用を考えたこともあるのですが、やってもあと２年で切れるよとかあと３年で切れるよと

いうことがあって断ち切れた経緯が過去にもあるので、今の話によりますとそうでもない

ですし、今の政策的には中山間地というのはもっと充実するべきだという農政的な中身が

ありますので、確かに砂川市の負担分というのが当然ふえてくるのは理解しますけれども、

やっぱり農業振興とか地域振興ということを考えると重要な施策でないかと思うので、余

り言うと一般質問になりますけれども、この予算に絡みながら農地・水と絡みながら十分

協議していただきたいと思うのですけれども、その辺の考えを改めて伺って終わります。

〇委員長 増田吉章君 経済部長。

〇経済部長 栗井久司君 ただいまご質問いただきましたとおり、中山間地域でも農地・

水に対しても生産者団体、それから生産者皆様といかにしたら農業所得がふえるかという

こともあわせて、今後は個別所得の本格実施も始まっておりますので、すべての中で協議

を検討して、よりよい農業振興を図ってまいりたいというふうに考えております。

〇委員長 増田吉章君 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続いて、第２項林業費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

１４２ページ、第７款商工費、第１項商工費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続いて、第８款土木費、第１項土木管理費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次、１４６ページ、第２項道路橋梁費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

１５０ページ、第３項河川費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続いて、第４項都市計画費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続いて、第５項住宅費について質疑ありませんか。

一ノ瀬弘昭委員。

〇一ノ瀬弘昭委員 それでは、住宅費の関係になるかと思ってちょっとお伺いするのです
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けれども、優良住宅等々の関係あるいはハートフル住まいるとの関係もちょっと出てくる

のかなとは思うのですけれども、第６期総合計画のときかな、新エネルギー、いわゆる太

陽光発電だとかそういった部分について、そういった優良住宅との融合というのか、コラ

ボというのか、何かそういう部分において４月からでもというようなちょっと話があった

のかなと。４月からとは明確ではないかもしれないけれども、そういったことを検討して

いきたいというようなお話があったかと思うのだけれども、具体的に今回のこの中ではち

ょっと見てとれないのだけれども、その辺のちょっと、ないのだとは思うのだけれども、

どこかに入っているのですか入っていませんか、どうですか。

〇委員長 増田吉章君 建築住宅課副審議監。

〇建築住宅課副審議監 金丸秀樹君 長期優良住宅、それから新エネルギーの関係の内容

がハートフル等の中に盛り込まれているかというようなご質問だと思います。

今回のハートフルの推進事業に関しましては太陽光、それから長期優良住宅については

助成の対象という内容では入っておりません。しかしながら、前お話ししていた内容とい

うことで今ご質問された中に今後検討するということでお答えしております。今の制度、

時限立法で来年の３月まであるのですけれども、既に新しい制度、これから踏襲する制度

の中にそのようなものを考えていかなければならないということで部内でも検討を始めて

いるところでございます。

〇委員長 増田吉章君 一ノ瀬弘昭委員。

〇一ノ瀬弘昭委員 時代の流れからして、一刻も早くそういった部分も盛り込んでいただ

ければなというふうに思うので、今回のこれには直接反映はされていないかもしれません

けれども、今後そういうことも検討されるということの確認がとれたので、いいかなとい

うふうに思っていますので、一刻も早くとは言いませんけれども、なるべく早目にという

か、そういった部分も盛り込んでいただければと思います。よろしくお願いします。

〇委員長 増田吉章君 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

第９款消防費、第１項消防費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

１６２ページ、第１０款教育費、第１項教育総務費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

第２項小学校費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

１６８ページ、第３項中学校費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

１７０ページ、第４項社会教育費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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次、１７６ページ、第５項保健体育費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

第６項給食センター費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

１８４ページ、第１１款公債費、第１項公債費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、１８６ページ、第１２款諸支出金、第１項過年度過誤納還付金について質疑

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

第２項特別会計繰出金について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

１８６ページ、第３項開発公社費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

１８８ページ、第１３款職員費、第１項職員費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

第１４款予備費、第１項予備費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続いて、８ページ、第２表、地方債について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、歳入に入ります。１２ページから７６ページまで質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

ここで申し上げます。本案について小黒弘委員外１名から修正の動議が提出されており

ます。

暫時休憩します。

休憩 午後 ３時３２分

再開 午後 ３時３３分

〇委員長 増田吉章君 休憩中の委員会を開きます。

ただいま配付しました修正案を本案とあわせて議題といたします。

提案者の説明を求めます。

小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 議案第８号 平成２３年度砂川市一般会計に対する修正案を提案いたし

ます。

１枚をめくっていただいて、平成２３年度砂川市一般会計予算修正案をごらんください。
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１で第１条第２項中「第１表 歳入歳出予算」を次のように修正いたします。

歳出についてでありますが、２款総務費の原案金額５億７，９０７万１，０００円を５

５７万円減額し、５億７，３５０万１，０００円に、１項総務管理費の原案金額５億２，

７５８万７，０００円を５５７万円減額し、５億２，２０１万７，０００円に、１４款予

備費の原案金額５００万円を５５７万円増額し、１，０５７万円に、１項予備費の原案金

額５００万円を同じく５５７万円増額し、１，０５７万円といたします。歳出合計は、１

０５億３００万円で同額です。

続いて、裏面をお開きください。２、歳入歳出予算事項別明細書を次のように修正しま

す。

２款総務費、１項総務管理費は、ただいま提案したとおりです。５目財産管理費につい

て、原案金額４億１３３万５，０００円を３億９，５７６万５，０００円に、１２節役務

費１８４万６，０００円を７万２，０００円減額して１７７万４，０００円に、これは自

動車保険料の減であります。１８節備品購入費の原案金額１，１３０万８，０００円を５

４３万８，０００円減額して５８７万円に、こちらは車両購入費の減であります。続いて、

２７節公課費は２６万１，０００円を６万円減額して２０万１，０００円に、こちらは自

動車重量税の減であります。

１４款予備費、１項予備費、１目予備費は、それぞれ原案金額５００万円を増額し、修

正金額を１，０５７万円にするものです。

以上のように平成２３年度砂川市一般会計予算を修正するものですが、これより提案理

由を申し上げます。提案理由については、平成２３年度一般会計予算の基金残高は１８億

５，５００万円になり、平成１６年の行財政改革時の２倍以上となって、財政的には危機

を脱したように思われます。そのようなこともあってか、平成２３年度一般会計予算、２

款総務費、共用車の管理に要する経費のうち車両購入費１，１１４万１，０００円には市

長、議長共用車、こちらは３，０００cc、４ＷＤ普通乗用車と議会、市役所共用車、ハイ

ブリッド、ワンボックス車の２台が含まれています。市内経済は悪化するばかりで景気の

よい話は聞かれません。また、市民サービスについても平成１６年の行財政改革で削減に

次ぐ削減が行われましたが、これまで復活あるいは見直された事業は数少ない状況です。

このような現状のもと、市長、議長共用車の購入はとても市民の理解が得られるものでは

ないと考えます。また、改選期を間近に控え、市長の乗る車をどうするかは政策的な争点

にもなる事案であります。市長、議長共用車は、勇退を表明された菊谷市長が提案すべき

ではなく、新しく就任される市長が政策予算として提案されるべきものであると考えます。

以上の理由をもって、３，０００cc、４ＷＤ普通乗用車の車両購入費及び諸経費の総額

５５７万円の減額と予備費を同額増額する予算の補正を提案いたしますので、委員各位の

ご賛同をお願いいたします。また、質疑をいただければ適切な答弁に努めたいと思います

ので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
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以上申し上げまして、提案説明といたします。

〇委員長 増田吉章君 これより修正案の質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論はありませんか。

〔挙手する者あり〕

ただいま挙手された方の中で原案に賛成の討論を行う方はもう一度挙手願います。

〔挙手する者あり〕

次に、原案及び修正案に反対の討論を行う方はもう一度挙手願います。

〔挙手する者あり〕

次に、修正案に賛成の討論を行う方はもう一度挙手願います。

〔挙手する者あり〕

それでは、矢野委員。原案の賛成の方ですね。

〇矢野裕司委員 私は、議案第８号 平成２３年度砂川市一般会計予算の原案に賛成の立

場で討論を申し上げます。

平成２３年度予算は、統一地方選挙の年であることから、骨格予算として予算編成され、

義務的経費を中心に計上した予算でありますが、雇用情勢など非常に厳しい地域経済の状

況を見ながら計画的に実施している道路や公営住宅の継続事業や北光袋地地区に安心、安

全な飲料水の供給を図るため水道の切りかえを実施するなど、新たな取り組みではありま

すが、必要に応じた予算が計上されているものであります。景気の回復がおくれ、市税収

入では減少となっておりますが、地方交付税が増加傾向にあることなどから財政調整基金

に積み立てを行い、まちづくりに備えるなど安定した財政運営が図られていると考えます。

また、公用車の購入につきましては、経過年数、走行距離が更新基準を超えている中、安

全性の確保が最優先であり、この際２台を１台の共用車として効率的に利用することは経

済的にも有効と考えております。

以上のことから、私は厳しい経済環境において健全な財政運営を目指し、引き続き経費

抑制にも努力が払われた予算であると考え、平成２３年度一般会計予算については原案ど

おり可決すべきものと考えます。委員各位のご賛同をよろしくお願いを申し上げ、賛成の

討論とかえさせていただきます。

〇委員長 増田吉章君 次に、原案及び修正案に反対の討論を行う方は土田政己委員。

〇土田政己委員 議案第８号 平成２３年度砂川市一般会計予算に反対の立場で討論いた

します。

本予算案は、骨格予算とされておりますけれども、市長の予算編成方針でも述べられて

いるように、地域経済の状況を見据えながら緊急的な課題については予算措置をしたと述

べられていますが、今、日本の経済は極めて深刻な危機にあります。このようなときに地
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方自治体の最大の任務は、長引く不況、深刻な経済危機のもとで福祉や教育を充実させ、

基幹産業である農業や中小企業を守り、市民の暮らしをいかに守る予算編成をするかとい

うことが強く求められております。本予算案を見ますと、南吉野、石山団地の公営住宅の

継続工事、ハートフル住まいる助成事業継続など市民の声を反映した内容もありますが、

今市内では中小企業の倒産や廃業が相次ぎ、農家の離農もふえており、失業、雇用問題も

極めて深刻であり、緊急対策が必要でありますが、全く予算措置はとられておりません。

骨格予算であっても緊急対策を行い、中小企業や商店などを守るべきであります。また、

今子育て支援対策が緊急に求められておりますが、政府は国民の声に押されて制度改正し、

交付税措置がされているにもかかわらず、就学援助制度は改善は行わず、幼稚園への補助

金や保育所、学童保育などの予算は増額どころか逆に減額されております。一方、責任問

題を明確にしないまま土地開発公社の土地購入に６，０００万円を超える多額の税金を投

入したり憲法違反の後期高齢者医療制度を批判なく受け入れることは市民の理解を得るこ

とはできません。

よって、本案に賛成しがたく反対をいたします。

〇委員長 増田吉章君 次に、修正案に賛成の討論を行う方についてですが、沢田広志委

員。

〇沢田広志委員 それでは、修正案に賛成の立場で討論をさせていただきます。

賛成についての提案については、先ほど提案理由を述べさせていただいておりますが、

いま一度お話をさせていただきたいと思いますが、今現在砂川市内では廃業または破綻と

いったような部分での非常に悪化しているような状況でもあります。そういった景気のよ

い話がない中で、またさらには市民サービスにおいても平成１６年の行財政改革で削減に

次ぐ削減が行われましたが、これまで復活あるいは見直された事業が少ないような状況で

もあります。こういったような非常に厳しい現状の中で市長、議長共用車の購入はとても

市民の理解が得られるものとは考えられません。このようなことを含めながら、私どもは

修正案に賛成の立場で討論とさせていただきます。どうか委員各位のご賛同をいただきま

すことをお願い申し上げます。

〇委員長 増田吉章君 一ノ瀬弘昭委員。

〇一ノ瀬弘昭委員 このたび一般会計の審議あるいは審査に当たりましては、議場あるい

はこの場で質疑させていただきまして、この新車の購入につきましては鬼気迫る状況には

ない、まだ十分に現状の車で使用可能だということが明らかになったわけであります。ま

た、私の調べによりますと、社団法人日本自動車販売協会連合会の軽自動車を除く普通自

動車の新車乗用車販売台数統計によりますと、２００５年１月現在ではカローラ、フィッ

ト、デミオ、パッソなどコンパクト大衆車が上位を占めるものの、１０位に高級車のトヨ

タクラウンがランキングされておりましたけれども、２０１０年１月の調べではカローラ

やフィットなど比較的安価な大衆車に加えてプリウスやインサイトなどの比較的安価に設
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定されたハイブリッド車が上位にランキングされております。一方、先ほど申し述べまし

たが、２００５年１月に１０位にランキングされていたトヨタクラウンは、２９位にまで

売り上げは落ち込んでいるところであります。これは、景気の低迷が好転していないこと

は言うまでもなく、それにも増して個人所得が年々低下していることを意味しております。

これは、厚生労働省の国民生活基礎調査のデータ中、所得の推移とも合致していることは

あえて私が言うことでもなく、皆さんのご承知のことであると思います。したがいまして、

質疑の一部に格下のグレードにダウンするとのお話もありましたけれども、このたびの高

級車クラウンの新車での購入は大きく住民意識あるいは住民の生活レベルに対し大きく乖

離したものであり、到底理解しがたい予算計上であると、私は砂川市民の負託を受けた議

員の立場からしても言わざるを得ません。

加えて、本会議場における総括質疑及びこの場での質疑の中でも今後予想される修理と

維持管理の経費をご答弁をいただきましたけれども、早急に市長の業務に支障を来すよう

な故障ではないのではないかということが明らかになりました。

以上の理由から、市長公用車の必要性と重要性は私も十分に理解しておりますし、市長

には市民のために効率的で効果的な仕事をしていただきたいと心から思いますけれども、

今必要に迫られて緊急に必要な予算だとは思いませんので、今新しい車を購入するべき時

期ではないと私は判断いたします。市長公務には、今所有している車両をいま一度大切に、

十分予算化された予備費において維持管理していただき、もうしばらく市民同様に辛抱し

てお使いいただきたいことを最後に申し上げ、修正案に賛成いたします。

〇委員長 増田吉章君 これで討論を終わります。

これより採決をします。

まず、議案第８号に対して小黒弘委員外１名から提出された修正案について、起立によ

り採決をいたします。

本修正案に賛成の方は起立願います。

〔起立少数〕

起立少数であります。

したがって、小黒弘委員外１名から提出された修正案は、否決されました。

これより議案第８号の原案について、起立により採決をします。

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔起立多数〕

起立多数であります。

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

◎散会宣告

〇委員長 増田吉章君 当委員会は、本日はこれで散会いたします。
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散会 午後 ３時５１分


